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地域の共同活動の例と交付金の構成区分 

はじめに 

農村地域には、私たちが生きていくために必要なお米や野菜が作られてい
る田んぼや畑があります。 

 
そして、たくさんの生きものや美しい景観、豊作に感謝する伝統文化が育

まれています。 
 
しかし、今、農家の減少や高齢化などにより、豊かな農村の恵みを維持す

ることが難しくなりつつあります。 
 
そこでみんながいきいきと暮らし、農家や地域のおとなから子どもたちま

でがチカラをあわせて行う、農地や農業用水などを維持保全する活動、田ん
ぼや水路の生きもの調査、きれいな花を植えたりする活動などを応援するた
めに、『世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策（滋賀県の呼称）』（多面
的機能支払交付金：国の呼称）が県内各地で取り組まれています。 

 
この手引きは、地域のみなさんが「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対

策」を活用して、このような活動に取り組んでいただけるよう、計画の策定、
活動の実施、活動の報告など一連の流れに沿って具体的な進め方を解説した
ものです。 

 
※本対策は平成27年4月から法律（農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律）に 
基づく制度になりました。 
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【交付単価】 

 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の概要  

■ 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の概要 

１．交付金の構成と交付単価 
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策は、農地維持支払交付金と資源向上支払

交付金から構成されます。 

世
代
を
つ
な
ぐ
農
村
ま
る
ご
と
保
全
向
上
対
策 

(２) 
資源向上 
支払交付金 

①施設の軽微な補修等 
【活動例】 
水路の漏水補修、農道の部分 
補修など 
 

②農村環境保全活動 
【活動例】 
水守当番・透視度調査、啓発 
・普及、深みで生きもの調査 
など 
   

③多面的機能の増進を図る活動 
【活動例】広報活動など 

３)組織の広域化・体制強化 
 
４)地域資源保全プランの策定 
  （広域活動組織のみ） 
 

 １)地域資源の質的向上を図る 
    共同活動 

(１) 
農地維持 
支払交付金 

※活動項目や内容の詳細は『活動指針』（84ページ～）をご覧ください。 

単位：円/10a 

(2) 3)組織の広域化・体制強化 ：40万円/組織 

(2) 4)地域資源保全プランの策定：50万円/組織 

①地域資源の基礎的な保全活動 
【活動例】施設の点検、年度活動計画の策定、水路の泥上げ、  
     農道の路面維持など 
 

②地域資源の適切な保全管理のための推進活動 
【活動例】農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）に 
     よる検討会など 

地目 
(1)農地維持
支払交付金 

※１ 

(2) 1) 資源向上支払交付金（共同）  (2) 2) 資源向上 
支払交付金 
（長寿命化） 

※３ 
【上限単価】 

標準型 
環境 
保全型 
※２ 

防災 
減災型 
※２ 

生態系 
保全型 
※２ 

田 2,200 1,300 1,800 1,800 1,800 4,400 

畑 1,500 800 1,080 800 800 2,000 

草地 180 120 180 120 120 400 

※1 事業計画期間中に地目を田から畑に変更した場合、当該期間中においては、地目変更  
  前の単価を適用します。（平成29年度以降） 

※2 「特定の取組の対象となる農用地」以外の農用地は「標準型」となります。  

       また、環境保全型、防災減災型、生態系保全型については実施していない市町があります。 

※3 １集落当たりの資源向上支払交付金（長寿命化）の上限は200万円とします。 
   （平成28年度以降に市町の認定（新規・変更）を受ける活動組織のみ（広域活動組織を除く） ） 

 ２)施設の長寿命化のための 
     活動 
 【活動例】水路の更新など 

1 
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（１）農地維持支払交付金の概要 

① 地域資源の基礎的な保全活動 
 活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道などについて、点検・計画策定、実
践活動を毎年度実施します。（実践活動の一部は点検の結果に基づき実施の必要性
を判断） 

 地域共同による農用地、水路、農道などの地域資源の基礎的な保全活動（①）と、 
地域資源の適切な保全管理のための推進活動（②）に対し、対象農用地面積に応じて  
支援します。 

実践活動(例) 点検・計画策定 

組織運営に関する研修 

施設の点検 年度活動計画の策定 

研修（例） 
農地法面の草刈り 

ため池の草刈り 農道の路面維持 

水路の泥上げ 

※研修は、活動期間 
 中に１回以上受講 

② 地域資源の適切な保全管理のための推進活動 
 地域での話し合いにより地域資源の保全管理の目標を定め、目標に即した取組を 
実施しながら、将来にわたる地域資源の保全管理に関する構想を策定します。 

農村の構造変化に対応した 
保全管理の目標の設定 

保全管理の内容 
や方向の設定 

推進活動※１ 

の実践 
地域資源保全管
理構想※2の策定 

※１ 推進活動の例（毎年度実施） 
 ・農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会 
 ・丌在地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査 
 ・地域住民等との意見交換、ワークショップ、交流会 など 

 

※２ 地域資源の適切な保全管理に向けた推進活動を通じて、目指すべき保全管理の姿、
取り組むべき活動・方策をとりまとめたもの。活動期間中に本構想を策定することが
必要です。 

(1)農地維持支払交付金 (2) 1) 資源向上支払交付金（共同） 
(2) 2) 資源向上支払交付金 

（長寿命化）  

原則として、農振農用地区域
内の農用地（※４） 

農振農用地区域内の農用地 農振農用地区域内の農用地 

・ 農振農用地区域内の農用地と一体的に水路・農道など施設の保全管理活動を行うことにより、
活動区域内農用地全体の多面的機能の発揮に資すると認められる農用地 

 

【対象となる農用地】 

※４ 市町によっては、以下の農振農用地区域外の農用地を含めることができます。 
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年度活動計画の策定 

①施設の軽微な補修 

 年度活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道などの機能診断や補修などが対象で
す。「計画策定・機能診断」「実践活動」「研修」から構成されます。 

機能診断 

施設の機能診断 補修に関する研修 

研修(例) 計画策定 

水路のひび割れ補修 農道の部分補修 

1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 

実践活動(例) 

※研修は、活動期間中 
 に１回以上受講 

（２）資源向上支払交付金の概要 

【標準型】 
 水路、農道等の施設の軽微な補修（①）、農村環境保全活動（②）および多面的機 
能の増進を図る活動（③）に対し、対象農用地面積に応じて支援します。 

田んぼダムの概要 

【生態系保全型】 
【標準型】にプラスして、 
魚道の設置や水田内水路の 
設置など、生物（魚類等） 
の生息環境や移動経路の確 
保のための整備に対し支援 
します。 

水路魚道の設置 
（堰上式） 

【防災減災型】 
【標準型】にプラスして、ま 
とまった農地で行う排水調整 
板の設置管理など、田んぼの 
貯留機能等を高める「田んぼ 
ダム」の活動に対し支援しま 
す。 

【環境保全型】 
【標準型】にプラスして、 
「水質浄化池の機能維持活 
動」に対し支援します。 
（詳細は57ページ参照） 
 浄化池の泥上げ 

計画策定 実践活動(例) 啓発・普及(例) 

実践活動の計画策定 植 栽 透視度調査 生きもの調査 地域住民との交流活動 

②農村環境保全活動 
 水質保全や生態系保全などの農村環境の保全を図るための活動が対象です。 
 「計画策定」「啓発・普及」「実践活動」から構成されます。 
 「実践活動」のうち水質保全と生態系保全は必頇の取組となります。 

（詳細は59ページ参照） 

（詳細は57ページ参照） 
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※１ 滋賀県では、農村環境保全活動（②）で水質保全および生態系保全 
   が必頇活動であるため、「農村環境保全活動の幅広い展開」に自動 
   的に該当します。 

③多面的機能の増進を図る活動 

地域の創意工夫に基づいて行われる下記の活動が対象です。 

・遊休農地の有効活用 
・農地周りの共同活動の強化 
・地域住民による直営施工 
・防災・減災力の強化 
・農村環境保全活動の幅広い展開 ※１ 

・医療・福祉との連携 
・農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 

 平成２９年度以降に新たに資源向上支払（共同）に取り組む堲合は、水質保全
活動、生態系保全活動、多面的機能の増進を図る活動のいずれかに関する下記の
広報活動を実施する必要があります。※２、※３ 

・チラシやパンフレットの配布や掲示 
・看板やポスター等の設置・掲示 
・ホームページの開設・更新 
・行政機関や関係団体等の広報誌やホームページへの掲載  
・各種イベント等での活動内容等の紹介 など 

※２ 農村環境保全活動（②）の啓発・普及で「広報活動」に取り組む 
   堲合、上記の広報活動とは別の活動に取り組んでください。 
※３ 中山間地域等において活動する活動組織は対象外です。 

2)施設の長寿命化のための活動 

水路整備 生物多様性保全水路（排水路） 

 整備後３０年以上経過した排水路の補修、更新のう
ち、生きものが生息できる堲所を確保する（生息・生
育環境の確保）ための施設や、水田と排水路と河川等
を魚道などでつなげる（移動経路の確保）ための施設
などを、整備する活動が対象です。 

 整備後３０年以上経過した用水路（附帯施設を含む開水路）のうち、
機能診断（施設の状況をＡ，Ｂ，Ｃの３段階評価する用水路の劣化度
判定）を実施したうえで、最も劣化の進行しているＣ判定の割合の多
い用水路を補修、更新する活動が対象です。 

Ａ）資源向上支払交付金（長寿命化）で行う施設の長寿命化のための活動 

   整備後３０年以上が経過し、老朽化が進む農地周りの水路の長寿命化のための 

補修・更新の活動に対し、対象となる農用地面積に応じて支援します。 

排水路の補修 魚道を遡上するコイ 

水路整備 用水路（開水路） 

用水路の更新 
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老朽化が進む用排水路（開水路・パイプライン）、農道、ため池（※１）の長寿

命化のための補修・更新の活動を、農地維持支払交付金または資源向上支払交付金

（共同）を活用して取り組むことができます。 

 

【取り組むための条件】 

 ・農地維持または資源向上活動（共同）を確実に実施する（量および質の維持） 

・活動計画書に施設の長寿命化のための活動を位置づける 

・水路整備を優先的に行う 

組織の広域化・体制強化 

① 広域活動組織の設立  
② 組織の特定非営利活動法人化を支援します。 

広域活動組織が管理する施設の長寿命化対策の計画的な推進などを図る「地域資源
保全プラン」の策定を支援します。 

地域資源保全プランの策定 

※１ それぞれの附帯施設を含む 

３)組織の広域化・体制強化 ／ ４)地域資源保全プランの策定 

Ｂ）農地維持支払交付金または資源向上支払交付金（共同）で行う施設の長寿命化の
ための活動 

 「大きな組織にして効率的に活動したり、組織をＮＰＯ化したい」「施設の長寿
命化に取り組むための計画を作りたい」という堲合には以下の活動が実施できます。 

◆広域活動組織の規模 
 ・昭和２５年２月１日時点の市区町村区域程度 
 ・事業計画の対象とする区域内の農用地面積が２００ｈａ以上 ※２ 

  ※２ 中山間地域等の条件丌利地域では５０ｈａ以上または３集落以上 

◆農地維持支払交付金と資源向上支払交付金（共同）の両方に取り組むことが原則ですが、 
 やむを得ない堲合は農地維持支払交付金のみの取組でも可能です。資源向上支払交付金 
 （共同）のみの取組はできません。 
 

◆資源向上支払交付金（長寿命化）に取り組む堲合、農地維持支払交付金と資源向上支払 
 交付金（共同）の両方に取り組む必要があります。 
 

◆中山間地域等直接支払交付金に取り組んでいる堲合、どの交付金も重複して取り組むこ 
 とが可能で、資源向上支払交付金（長寿命化）のみの取組も可能です。 
  注：P19およびP195のQ&AのQ4を参照 
 

※それぞれの交付金で取り組むことができる活動（活動計画書に位置づけが必要） 

取組パターン 

農地維持活動 資源向上活動（共同） 資源向上活動（長寿命化） 

農地維持支払交付金 〇 〇 〇 

資源向上支払交付金（共同） 〇 〇 〇 

資源向上支払交付金（長寿命化） × × 〇 

活動 交付金 



活動組織を設立します。設立にあたっては設立総会等を開催します。 
事前に、規約や事業計画書、活動計画書の案を作成し、総会で構成員か

らの合意を得ます。 
Ⅰ-１ 対象地域の設定 
Ⅰ-２ 構成員の取りまとめ 
Ⅰ-３ 規約（案）の作成 
Ⅰ-４ 活動計画（案）の作成 
Ⅰ-５ 事業計画（案）の作成 
Ⅰ-６ 総会の開催 

市町長に事業計画書を提出します。事業計画が認定されると 
市町長から認定通知書が送付されます。 

当該年度の活動に必要な交付金を市町長に申請します。 
市町長から交付決定の通知が送付されます。 
必要に応じて、概算払請求書を市町長に提出し、交付金の一部又は全

部を請求することができます。 
 

交付金を活用し、事業計画に基づき、活動計画書に定めた農用地、水路
等の地域資源の保全活動等を実施します。 
実施した日々の活動について、作業の内容や金銭の収支等を記録します。 
 

当該年度の活動記録を取りまとめて実施状況報告書を作成し、市町長に
提出します。 

■ 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の概要 

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の活動は、以下の手順で実施しま
す。 
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Ⅰ 組織の設立 

Ⅱ 事業計画の認定 

Ⅲ 交付金及び概算払の申請 

Ⅳ 活動の実施・記録 

Ⅴ 活動の報告 

２．活動の手順 

→8ページへ 
→９ページへ 
→10ページへ 
→15ページへ 
→25ページへ 
→28ページへ 

→29ページへ 

→31ページへ 

→32ページへ 

→76ページへ 



■ 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の概要 

活動組織 

３．手続きの概要 

活動組織 

対象地域の設定、構成員の取りまとめを
行い、組織の設立に必要 
な規約などの案を作成します。 

①規約等の作成 

組織が取り組む
活動計画の案を
作成します。  

②活動計画書の作成 

④設立総会の開催 

総会を開催し、規約や事業計画等の
案について組織構成員の合意を得ます。 

 規約 

 活動計画書 

・・・P.28 

⑤事業計画の申請 

市町長に事業計画書を提
出し、事業計画の申請を行
います。 

⑥事業計画の認定の通知 

市町長から事業計画の認定通
知書が送付されます。 

・・・P.29 

①交付金の申請 

市町長に交付申請書を提
出します。 ・・・P.31 

 交付申請書 ・・・各市町にお問合せ 

②交付決定・支払 

市町長から交付決定の通知が送
付されます。その後、概算払請求
により交付金が支払われます。 

③活動の記録 

活動の実施と併せて、活動記録や金銭出納簿
などを作成します。 

 

 活動記録 
 金銭出納簿 
 財産管理台帳 

日々記録した活動記録及び金銭
出納簿を集計し、実施状況報告書
を作成します。 

・・・P.76 

 実施状況報告書 
 添付書類 

・・・P.77 
・・・P.76 

④報告書類の作成 

⑤実施状況報告 

市町長に実施状況報告書（実績
報告書）などを提出します。 

⑥確認通知の送付 

市町長から実施状況確認通知書が
送付されます。 
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組織の設立から事業計画の認定まで 

交付金の交付申請から報告まで 

③事業計画書の作成 

 事業計画書 
組織が取り組む

事業計画の案を作
成します。  

・・・P.10 

・・・P.15 

・・・P.25 

・・・P.32 
・・・P.35 
・・・P.41 



■ 組織の設立 
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・組織づくりは、対象地域を設定することから始めます。 

・地域の水路や農道などを守っていく共同活動にもっとも取り組みやすいまとまりを、
それぞれの地域に応じて設定します。 

・対象地域の単位は、集落ごと、ため池や堰などの用水がかりごと、ほ堲整備などの
事業実施区域ごとなど、様々なまとまりが考えられます。 

・合意形成が可能なまとまりで、対象地域を検討して下さい。 

※ 活動の対象となる区域が旧市町等の広域に及ぶ堲合には、広域活動組織を設立す
ることができます。広域活動組織化により、事務負担の軽減や体制強化が図られる
ほか、資源向上支払交付金（長寿命化）の交付単価のメリット措置の適用が受けら
れます。組織の広域化については、150ページを参照して下さい。 

対象地域の単位の例 

集落単位 集落営農単位 

集落ぐるみで保全活動を行う体制 集落営農組織で保全活動を行う体制 

水系単位 事業単位 

ため池や堰などの水系単位で保全活動
を行う体制 

ほ場整備事業などの事業実施区域単位で
保全活動を行う体制 

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の活動を行うためには、活動組
織を設立する必要があります。 

    組織の設立 Ⅰ 

１．対象地域の設定 



■ 組織の設立 
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以下の①又は②の組織が支援の対象です。 

① 農業者のみで構成される活動組織 

② 農業者及びその他の者（地域住民、団体など）で構成される活動組織 

農地維持支払交付金 

地域 
住民 

水土里ﾈｯﾄ 
ＪＡ等 

地域住民 
参加型 

農業者 

生産 
法人 

農業者 
農業者 農業者 

地域 
住民 

農業者 

地域住民 
参加型 

自治会 

水土里ﾈｯﾄ 
ＪＡ等 

地域 
住民 

農業者 

自治会 

ＰＴＡ 消防団 

都市 
住民 

ＮＰＯ 都市・農村 
交流型 

水土里ﾈｯﾄ 
ＪＡ等 

資源向上支払交付金 

２．構成員の取りまとめ 

（１）構成員 

（２）構成員の範囲 

活動組織の構成員は、個人でも団体でも構いません。 

団体の堲合は、その団体の中で、活動組織の構成員となることを合意・決定した上
で参加して下さい。 

農業者の方は、原則として、活動を実施する農用地の中で面積の多少にかかわらず
農業を営んでいる方とします。 
農業者以外の構成員は、地域の資源を守る共同活動に参加していただくことができ

れば、地域の内外は問いません。 

○地域資源の質的向上を図る共同活動 

農業者及びその他の者（地域住民、団体など）で構成される活動組織 

○施設の長寿命化のための活動、組織の広域化・体制強化 

農地維持支払交付金と同様の活動組織 

地域 
住民 

地域住民 
参加型 

農業者 農業者 

①農業者のみで構成 

活動組織の構成例 

②農業者及びその他の者で構成 



■ 組織の設立 
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（別記６－１） 

○○地域資源保全会 規約 
 

平成○○年○月○日制定 
第１章 総則 
 

（名称） 
第１条 この活動組織は、○○地域資源保全会（以下「活動組織」という。）という。 
  

（事務所） 
第２条 活動組織は、主たる事務所を○○県○○市○○△△に置く。 
  

（目的） 
第３条 活動組織は、第４条の構成員による農地維持活動又は資源向上活動を通じ、○○市○○
に存する農用地、水路、農道等の地域資源及び農村環境の保全 並びに水路・農道等の施設の長
寿命化を図ることを目的とする｡ 

 
 
 

第２章 構成員等 
 

（構成員） 
第４条 活動組織の構成員は別紙のとおりとする。 
 
 

第３章 役員等 
 

（役員の定数及び選任） 
第５条 活動組織に、代表１名、副代表○名、書記○名、会計○名、監査役○名を置くこととする。
代表等役員は別紙のとおりとする。 
２ 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計
は、代表が指名するものとする。 
３ 代表は、この活動組織を代表し、活動組織の業務を統括する。 
４ 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。 
５ 書記は、活動組織の活動の事務等を行う。 
６ 会計は、責任者として事業の会計を行う。 
７ 監査役は、責任者として会計の監査を行う。 

資源向上活動を実施する場合のみ記載します。 

資源向上活動（共同）を実施する場
合のみ記載します。 

資源向上活動（長寿命化）を実施す
る場合のみ記載します。 

活動組織の構成に当たっては、地域の実情を踏まえ、関
係者が十分協議して下さい。 

総会で本規約が制定された日
付を記入します。 

このページは規約の記載例です。 
必要に応じて追記等して下さい。 

３．規約（案）の作成 

（１）規約の作成 

（２）規約の内容について 

活動の目的、構成員、議決方法など組織運営の基本となる事柄を確認するため、規
約を定めます。 

規約の内容は、以下の様式のとおりです。（多面的機能支払交付金実施要領別記６
－１） 



■ 組織の設立 

（役員の任期） 
第６条 役員の任期は、○年とする｡ 
２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする｡ 
 

第４章 総会 
 

（総会の開催） 
第７条 通常総会は、毎年度１回以上開催する｡ 
２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する｡ 
一 構成員現在数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。 
二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき｡ 
三 その他代表が必要と認めたとき｡ 
３ 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会
を招集しなければならない｡ 
４ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記
載した書面をもって構成員に通知しなければならない。 

  
（総会の権能） 
第８条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 
一 農地維持活動に関する活動計画の設定又は変更及び実施に関すること。 
二 資源向上活動に関する活動計画の設定又は変更及び実施に関すること。 
三 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動を除く）の収支

決算に関すること。 
四 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）の収支決算に関すること。 
五 活動組織規約の制定及び改廃に関すること。 
六 その他活動組織の運営に関する重要な事項。 
 
 
 
 
 
 
（総会の議決方法等） 
第９条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない｡ただし、出席は委任
状をもって代えることができる。  
２ 総会においては、第７条第４項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができ
る。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 
３ 総会の議事は、第10条に規定するものを除き、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。 
４ 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。 
５ 総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構
成員全員に配布等により確実に周知するものとする。 

総会の議決方法は、上記第９条第３項に示す方法もしくは以下に示す方法のいずれかを選択して下さい。 
３ 総会の議事は、第10条に規定するものを除き、各集落の構成員それぞれ１票により集落としての議決を行った
後、各集落及び団体の代表でそれぞれ１票により行い、過半数で決する。なお、可否同数のときは、議長の決す
るところによる｡ 
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資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）を実施する場合で、農地維持支払交付金
及び資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動を除く）との経理を区分しない場合は、
三及び四を区分せずに「農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金の収支決算に関するこ
と」と記載します。 

取組を行う活動内容に応じて選択して記載
します。 



■ 組織の設立 

（特別議決事項） 
第10条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の３分の２以上の多数による議
決を必要とする。  
一 活動組織規約の変更  
二 活動組織の解散  
三 構成員の除名  
四 役員の解任 
 
第５章 事務、会計及び監査  
  
（書類及び帳簿の備付け） 
第11条 活動組織は、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけ
ればならない。 
一 活動組織規約 
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 
三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳 
四 その他代表が必要と認めた書類 
  
（書類の保存） 
第12条 活動組織は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から５年間保存することとす
る。 

  
（事業及び会計年度） 
第13条 活動組織の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる｡ 
  
（資金） 
第14条 活動組織の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区分し
て経理する。 
一 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動を除く） 
二 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） 
三 その他の収入 
 
 
 
（事務経費支弁の方法等） 
第15条 活動組織の事務に要する経費は、第14条の資金をもって充てる｡ 
  
（活動計画の作成） 
第16条 活動計画は、総会の議決を得てこれを定める。 
  
（資金の支出） 
第17条 資金の支出者は、代表とする｡ 
  
（資金の流用） 
第18条 資金は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない｡ 
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交付を受ける交付金の内容に
応じて記載します。 

資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）を実施する
場合で、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金（施設の長
寿命化のための活動を除く）との経理を区分しない場合は、一及び
二を区分せずに「農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金」
と記載します。 



■ 組織の設立 

（金銭出納の明確化） 
第19条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録
し、常に金銭の残高を明確にしなければならない｡ 

  
（金銭の収納） 
第20条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない｡ 
２ 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発
行しないものとする｡ 

 
（領収証の徴収） 
第21条 金銭の支払については、受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴
収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる｡ 
２ 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払
先の領収証に代えることができる｡  

 
 
 
 
 
 
（物品の管理）  
第22条 活動組織が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のない
よう、適正に管理するものとする。 

  
（決算及び監査） 
第23条 活動組織の決算については、代表は金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、事業
終了後当該会計年度末までの間に速やかに監査役に提出しなければならない。 
２ 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、事業終了後当該会計年度末までの間に
監査報告書を作成し、代表に報告しなければならない。 
３ 代表は毎会計年度の監査について、総会の承認を受けなければならない。 
  
第６章 活動組織規約の変更  
  
（規約の変更） 
第24条 この規約を変更した場合は、市町長に報告をしなければならない｡ 
   
第７章 雑則  
  
（細則） 
第25条 多面的機能支払交付金実施要綱、多面的機能支払交付金実施要領、その他この規約に
定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。 
  
  附 則 
１ この規約は、平成○○年○月○日から施行する。 
２ 活動組織の設立初年度の役員の選任については、第５条第２項中「総会」とあるのは、「設立総
会」と読み替えるものとし、その任期については、第６条第１項の規定にかかわらず、平成○○年○
月○日までとする。 
３ 活動組織の設立初年度の活動計画の議決については、第16条中「総会」とあるのは、「設立総
会」と読み替えるものとする。 

資源向上活動により、施設の更新又は新たに設置を行う場合は、以下の第22条の規定を追加して下さい。 
 

（財産の管理） 
第22条 資源向上活動により更新又は新たに設置した施設については、財産管理台帳に記録し、適正に管理
するものとする。 

13 
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１．代表

２．役員

小林花子 ○○○ △△集落

３．構成員

　（１）　○○集落

①　農業者
注１

②　農業者以外

　（２）　○○集落
①　農業者

②　農業者以外

　　　　

　（３）　団体
注２

４．構成員人数
注３

人 人 人

注１： 「農業者」とは、活動計画書に位置付けられている農用地において耕作又は養畜の業務を営む農業者又は団体。

注２： 団体においては、活動組織の構成員となる者は代表者とする。

注３：

177 56 121

構成員人数には、３の（１）、（２）の個人及び（３）の団体に所属する者の合計を、農業者と農業者以外に分けて記載。

計 農業者 農業者以外

- 理事長　斎藤七郎 ○○○ ＪＡ○○

- 保護者代表　伊藤八郎 ○○○ ○○こども会

- 理事長　村山六郎 ○○○ 水土里ネット○○

- ・・・・・・・ ○○○

役職名 氏名 住所 団体名

役職名 氏名 住所 備考

監査役 小林花子 ○○○ △△集落

- 高橋五郎 ○○○ △△集落代表

- ・・・・・・・ ○○○

- ・・・・・・・ ○○○

役職名 氏名 住所 備考

役職名 氏名 住所 備考

会計 渡辺三郎 ○○○ ○○集落

副代表 鈴木一郎 ○○○ ○○集落代表

- ・・・・・・・ ○○○

会計 渡辺三郎 ○○○ ○○集落

監査役

役職名 氏名 住所 備考

副代表 鈴木一郎 ○○○ ○○集落代表

書記 中村次郎 ○○○ 水土里ネット○○

代表 農林太郎 ○○○ ○○自治会会長

役職名 氏名 住所 備考

平成○年○月○日

○○地域資源保全会参加同意書

　以下３．の構成員は、○○活動組織へ参加するとともに、活動組織の代表、役員を下記１．２．のとおり定めます。

役職名 氏名 住所 備考

■ 組織の設立 
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活動組織の事務所を設置してい
る場合は事務所の所在地を、事
務所がない場合は代表者の住
所を記載します。 

設立総会の開催等により、活動組織に参加する
ことについて、構成員の了解を得て下さい。 

・「氏名」欄には、団体の代表者氏名及
び団体における役職名を記載します。 
・「役職名」欄には、活動組織における
役職名を記載します。 

・３の（１）及び（２）の個人並びに（３）の団体に所属する者の合計
の人数について、農業者と農業者以外に区分して記載します。 

・団体に所属する者は、その団体に所属する全ての人数ではなく、
共同活動に参加する人数を記載します。 

・複数の団体に所属する者がいるなど、共同活動に参加する人数
の正確な把握が困難な場合は、概ねの人数を記載して頂いて構
いません。 

住所は番地まで記載して下さい。 

「役職名」欄には活動組織におけ
る役職名を記載します。 所属する集落や団体名を記載

します。 

役員が団体に所属する場合は、
役員の備考欄に３の（３）と同じ団
体名を記載します。 
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４．活動計画（案）の作成 

Ⅰ．地区の概要 

活動の実施期間を設定します。 

・活動期間は、原則として５年間とします。 

・農地維持支払交付金にのみ取り組まれている場合、途中から新たに資源向上支払   
  交付金（共同）に取り組むことが可能で、その場合の活動期間は下記のとおりと 
  なります。 
  ①「農地維持支払交付金の開始から５年間」が基本です。 
  ②「資源向上支払交付金（共同）の開始から５年間」とすることもできます。 
  ③②の場合、下記の点に注意する必要があります。 
   ◎農地維持支払交付金の遡及返還の対象期間も延長となります。 
   ◎地域資源保全管理構想の策定期限および既遊休農地の解消期限は延長とはな 

   らず、「農地維持支払交付金の開始から５年間」に実施する必要があります。 

・農地維持支払交付金と資源向上支払交付金（共同）に取り組まれている場合、途 
 中から新たに資源向上支払交付金（長寿命化）に取り組むことができます。 

（１）活動期間 

Ⅰ．地区の概要

　１．活動期間

29 33 5

29 33 5

29 33 5

農地維持支払
平成　 　年度 平成　 　年度 年

活動開始年度 活動終了年度 交付金の交付年数

年

施設の長寿命化
平成　 　年度 年　年度 平成　

資源向上支払

共同活動
平成　 　年度 平成　 　年度

交付金の交付を受けずに活動を行う場合
は、いずれの欄も記載しないで下さい。 

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の対象となる活動は、活動計画に基づき実
施し、その様式は、様式第１－３号又は、様式第６－７号【共通様式】のどちらかを
使用します。 

※市町により対応が異なる場合がありますので、詳しくは市町にご確認ください。 

以下に示す記載例は様式第１－３号です。様式第６－７号を使用する場合にもこの
例を参考として記載してください。 

（３）参加同意書への構成員の記名について 

◆参加同意書には、①農業者と②農業者以外に分けて記名をお願いします。 
 ①農業者 
 ・活動を実施する農用地（認定農用地）の中で面積の多少に関わらず農業を営む方 
 ②農業者以外 
 ・活動を実施する農用地（認定農用地）を所有している方（土地持ち非農家） 
 ・上記以外で活動に参加する方 

◆日当整理帳に記載された人が構成員であるか否かを確認する際などのために、自治 
 会などの団体の構成員として活動に参加される場合においても原則、個人名（世帯 
 主）の記載が必要です。  

◆現在活動中の活動組織は、協定期間の満了に伴い更新（再認定）の手続きを行う際 
 に、各種団体の構成員であるか否かに拘わらず原則、個人名（世帯主）を記載して 
 ください。  

◆個人名の記載に代えて既存の名簿等を別紙として添付することも可能です。 



　２．保全管理する区域内の農用地、施設

a a a a a

km km km 箇所

km km km 箇所

遊休農地面積

うち、施設の長寿命化
の対象施設 1.8 2.5

農業用施設

水路
農道 ため池

計

（農用地にかかる
施設）開水路 パイプライン

5,500

11.2 2.2 8.5

2504,600 900

田 畑 草地認定農用地面積
(集落の管理する農用地）
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保全管理する区域内の農用地、施設とは、事業計画に位置づけて活動を実施する農
用地（認定農用地※）及び水路等の施設のことです。 

※ 認定農用地・・・活動組織が共同活動を実施する農用地 
  対象農用地・・・交付金の算定の対象となる農用地 

公共用施設は、市町等の施設管理者が管理を行っているため、原則として共同活動
の対象にはなりません。保全管理対象施設に位置づけてよいかどうかは市町に確認し
てください。 

「農用地にかかる施設」とは、認定農
用地で保全管理を行う鳥獣害防止
施設、防風林等その他の施設です。 

・ 認定農用地の区域内の遊休農地面積を記載します。 
・ 遊休農地の一部を解消した場合は、数値を変更の上、
届出を行います。 

・ 遊休農地については、活動計画書に位置付けた活
動を行い、活動期間内に耕作可能な状態とする必要
があります。 農用地の面積については、国土調査等による地籍図等に基づく台

帳の合計面積や1/2,500程度以上の縮尺図面の図測による算定を
基本とします。詳細については市町に確認して下さい。 ・ 認定農用地の区域内において、共

同活動による保全管理活動等を実
施する施設量を記載します。 

・ 下段欄には、上段の数量の内数とし
て資源向上活動（長寿命化）を実施
する対象施設の量を記載します。 

・ 農地維持支払交付金又は資源向上
支払交付金（共同）を活用して資源
向上活動（長寿命化）を行う場合も
「うち、施設の長寿命化の対象施
設」欄に記載します。 

（２）保全管理する区域内の農用地、施設 
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が
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※

１ 
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①
以
外
の
丌
作
付
の
耕
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

２ 
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草
刈
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耕
起･

抜
根･

整
地
や 

 
 

  

基
盤
整
備
に
よ
り
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作
可
能 

 
 

④ 

非
農
地
判
断
未
了 

 
 

⑤ 

非
農
地
判
断
済 

耕作可能な状態に 
保全管理された農地 遊   休   農   地 

荒廃農地に該当する農地のうち、人力･農業用機械で農業生産が再開できない土地
（一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地） 

農用地概念図 

※１ 休耕地： 農林業センサスにおいて、調査日以前１年以上作付けしなかったが、今後数年の間に 
        再び耕作する意思のある土地 
※２ 丌作付の耕地： 農林業センサスで把握している耕作放棄地のうち、何らかの管理がされており 
           耕作可能ではあるが、管理水準が低いと考えられるもの 

遊休農地とは 
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農地維持支払交付金、資源向上支払交付金のそれぞれの対象農用地面積に地目別の
交付単価を乗じて、年当たり交付金額を算出します。 

資源向上支払（施設の長寿命化）は、交付上限額を記載します。 
この交付上限額以内で施設の長寿命化のための活動に必要な金
額により交付申請を行うものとします。 

 （３）交付金額 

各支払の中で複数の交付単価が適用される場合には、
それぞれ行を追加して記載します。 

交付額の算定 

（２）資源向上支払交付金（長寿命化）について、広域活動組織となるための規模要件を満
たさない活動組織にあっては、以下a又はbのいずれか小さい額を年交付金額の上限と
します。（H28以降に新たに長寿命化活動に取り組む活動組織に限ります。） 

a. 上限単価もしくは、上限単価に5/6を乗じた額に対象農用地面積を乗じて得た額 

b. 保全管理する区域内に存在する集落数に200 万円を乗じて得た額 

（算定例） 

対象農用地面積6,000a （=60ha）（田）で、直営施工を実施する１集落で構成される活
動組織 

○ 資源向上支払交付金（長寿命化）の交付上限額の算出 

a. 6,000a×4,400 円/10a＝2,640,000 円 

b. １集落×2,000,000 円＝2,000,000 円 

の小さい額である2,000,000 円を年交付金額の上限とします。 

【交付額の算出方法】 

（１） 対象農用地面積に地目別の交付単価を乗じて算出します。 

（算定例） 

対象農用地面積 田：4,600.4a、畑：900.6a 

○ 対象農用地面積の端数処理 

田：4,600.4a → 4,600a（小数第一位切り捨て） 

畑：900.6a → 900a（小数第一位切り捨て） 

○ 農地維持支払交付金の交付額の算出 

田：4,600a×2,200 円/10a＝1,012,000 円 

畑：900a×1,500 円/10a＝ 135,000 円 

計：1,147,000 円 
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活動範囲が判別可能な図面に、活動の対象となる全ての農用地及び農業用用排水路、
農道等の施設を図示します。（この図面に記載の無い、農道や水路等については、本
交付金の使用はできません。） 

また、「（２）保全管理する農用地、施設」の欄に遊休農地が位置づけられている
場合は、この範囲を図示し面積を記入します。 

（４）位置図 
組
織
名
：
滋
賀
ま
る
ご
と
保
全
隊

 
（
別
紙
）
 

認
定
対
象
区
域
図
面

 

水
路
の
老
朽
化
部
分
の
補
修

 
L
=
1
.0

km
 

凡
例
に
従
い
遊

休
農
地
の
範
囲

を
図
示
し
、
面
積

を
記
入
し
ま
す
。

 

水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

実
施
・
記
録
管
理

 
遊
休
農
地

 
（
1
.2

h
a）

 

・
活
動
範
囲
の
判
別
が
可
能
な
図

面
を
添
付
し
ま
す
。
（
詳
細
な
図

示
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

 
・
図
面
は
複
数
枚
に
な
っ
て
も
構
い

ま
せ
ん
。
対
象
農
用
地
や
対
象

施
設
が
隠
れ
な
い
よ
う
に
旗
揚

げ
を
し
て
下
さ
い
。

 

事
業
計
画
作
成
時
に
、
農
村
環
境
保
全
活
動
の
実

施
範
囲
が
判
明
し
て
い
る
場
合
、
図
示
し
ま
す
。

（
活
動
範
囲
が
判
明
し
な
い
場
合
、
図
示
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。
判
明
次
第
図
示
し
て
下
さ
い
。
）

 

生
物
の
生
息
状
況
の
把
握

 
（
生
き
物
観
察
会
の
実
施
） 



■ 組織の設立 

19 

 認定農用地の区域内において、中山間地域等直接支払交付金の集落協定がなされて
いる面積を把握します。 

 重複する区域がある堲合は、活動が重複しないように次のことに注意してください。 

① 重複する区域における活動計画書に位置付けた農用地、水路、農道等の保全に係
る活動は、多面的機能支払交付金により行います。 

② 資源向上活動（共同）に取り組む堲合には、中山間地域等直接支払交付金の「多
面的機能を増進する活動」で選択している活動以外の活動を実施します。 

（６）中山間地域等直接支払交付金との重複面積  

認定農用地の区域内に存在する集落数を記載します。 

ここでいう「集落」とは、農林業センサスにおける農業集落（定義：市区町村の区
域の一部において農業上形成されている地域社会をいう）とします。 

（５）保全管理する区域内に存在する集落数 

「市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧」（125ページ）を確認し、対
象農用地に係る農業地域類型区分のうち、該当するもの全てにチェック印を記載しま
す。 

（７）保全管理する区域の農業地域類型 

「市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧」（125ページ）を確認し、対
象農用地の区域が地域振興立法８法のいずれかの指定地域に該当している堲合は、
チェック印を記載します。 

（８）保全管理する区域の地域振興立法８法の該当状況 

　５．保全管理する区域内に存在する集落数 　７．保全管理する区域の農業地域類型

　該当する項目をチェック（複数選択可）

平地農業地域

集落

　６．中山間地域等直接支払交付金との重複面積等 　８．保全管理する区域の地域振興立法８法の該当状況

a

（注）

100

地域振興立法８法の該当あり

都市的地域 中間農業地域

山間農業地域

集落数

中山間地域等直接支払交付金の集落協定等と重複する認定農用地のうち、この活動計画書に位置付けた農用地及び水路・農道等の管理に係る活動に
ついては、多面的機能支払により行う。

2

重複面積

Ⅱ．構造変化に対応した保全管理の目標 

担い手農家への農地集積の加速化や過疎化・高齢化等の農村地域の構造変化に対応
し、農用地、水路等の地域資源を適切に保全管理するための目標を定めます。 

この目標に即して取り組む活動などについては、「Ⅲ．活動の計画（１）農地維持
支払 ②地域資源の適切な保全管理のための推進活動」の欄に記載することになりま
す。（21ページ参照） 

複数項目の選択が可能です。 



■ 組織の設立 

Ⅲ．活動の計画 

地域資源の基礎的保全活動は、「点検・計画策定・研修」と「実践活動」で構成さ
れます。 
これらの活動については、活動に該当する全ての項目を実施します。対象となる施

設が存在しない活動項目は除外（実施時期を斜線で消す）します。 

①地域資源の基礎的保全活動 （活動指針P84～P91参照） 
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（１）農地維持支払 

※『農道の側溝』とは、農道の雨水
を流すための水路であり、農業用の
用水路でも、排水路でもない水路を
指します。 

毎年度全ての活動項目を実施します。 
（研修、異常気象時の対応を除きます） 



「Ⅱ．構造変化に対応した保全管理の目標」に記載した目標（19ページ参照）に
基づき、地域ぐるみで取り組む保全管理の内容及びそれを推進していくための活動を
定めます。 

それらの取組の適切な実施や確実な効果発現を図るため、活動の達成状況等を市町
により点検・評価するとともに、活動の実施を通じて、活動期間中に「地域資源保全
管理構想※」をとりまとめる必要があります。 

■ 組織の設立 

②地域資源の適切な保全管理のための推進活動 （活動指針P92参照） 
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「地域資源保全管理構想」とは、それぞれの地域で守っ
てきた農用地や水路、農道等の地域資源を将来にわたっ
てどのように引き継いで行けば良いのかを地域で話し合
い、今後の課題や取り組むべき活動・方策について、活動
期間中に構想としてとりまとめるものです。 

～地域資源保全管理構想の項目について～ 
（１） 地域で保全管理していく農用地及び施設 
（２） 地域の共同活動で行う保全管理活動 
（３） 地域の共同活動の実施体制 
（４） 地域農業の担い手の育成・確保 
（５） 適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策 

※ 地域資源保全管理構想について 
    （P131～P137参照） 

農地維持支払交付金の交付を受けて農地維
持活動に取り組む場合には必ず実施します。 

５年間で実施する予定の活動項目を複数選択する
場合は、実施時期が異なるなら、実施時期欄にそ
れぞれ毎年○回（○月、○月）」と記載します。 

① 

③ 

② 

③で選択した推進活動は、必須項目ですから
チェックした項目は毎年必ず実施してください。 



■ 組織の設立 

農用地、施設の見回りを行う必要のある異常気象の種類や程度について記載して下
さい。 

③農用地・施設の見回りを行う異常気象について 

農地維持支払交付金の算定の対象とする区域（対象農用地）は、原則として農振農
用地区域内農用地としますが、市町によって、以下の農振農用地区域外農用地を含む
事が認められる堲合には、「交付対象とする」にチェック印を記載し、それ以外の堲
合は、「交付対象としない」にチェック印を記載します。 

・活動期間中、一つの活動組織が、農振農用地区域内農用地と一体的に水路・農道 
 など施設の保全管理活動を行うことにより、活動区域内農用地全体の多面的機能 
 の発揮に資すると認められる農用地。 

④農地維持支払における農振農用地区域外の扱い 
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①地域資源の質的向上を図る共同活動 （活動指針P93～P116参照） 
地域資源の質的向上を図る共同活動は、「①施設の軽微な補修」、「②農村環境保

全活動」、「③多面的機能の増進を図る活動」の３つで構成されます。 

・「①施設の軽微な補修」の活動は、事業計画に位置づけた施設に該当するすべての
項目を実施する必要があります。（点検や機能診断の結果、実施する必要性がない
実践活動については、この限りでありません。） 

・「②農村環境保全活動」の活動の中で、以下のように必頇活動を設定しています。
各組織が選択されたテーマに該当する活動を毎年度１つ以上実施します。 

（２）資源向上支払 

【農村環境保全活動（②）の必頇活動】 
・水田からの排水（濁水）管理 
・水質モニタリングの実施、記録管理 

・生物の生息状況の把握 
・生物多様性保全に配慮した施設の適正管理 
・水田を活用した生息環境の提供 
・生物の生活史を考慮した適正管理 
・放流、植栽を通じた在来生物の育成 
・外来種の駆除 
・希尐種の監視 

この７つの取組の中か
ら毎年必ず１つ以上選
択して実施 

この２つの取組は毎年
必ず実施 



■ 組織の設立 
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機能診断の結果に応じて、必要な
活動を毎年度実施します。 

・滋賀県では「農村環境保全活動」の「生態系保
全」「水質保全」が必須となっているため、「多面
的機能の増進を図る活動」の「農村環境保全活
動の幅広い展開」の「農村環境保全活動を１
テーマ追加」に必ず該当します。 

・「高度な保全活動の実施」を選択する場合は、
具体的な取組内容を（ ）に記載します。 

・平成29年度以降に新たに多面的機能の増進を図る活動に取
り組む活動組織又は活動期間の終了に伴い再認定を受ける
活動組織は、広報活動を毎年実施する必要があります。その
際、②農村環境保全活動における広報活動と活動の内容が
重複しないよう区分して実施します。 

・対象農用地が地域振興立法８法に該当若しくは農業地域類
型区分が中間又は山間農業地域に該当する組織は、広報活
動は必ずしも実施する必要はありません。（19ページ参照） 

◆この活動計画書に記載されていない活動はできません。 



■ 組織の設立 

②施設の長寿命化のための活動 
施設の長寿命化のための活動は、機能診断結果に基づき、地域で施設の状況等を勘

案した上で、必要な活動に計画的に取り組みます。（活動指針P117～P122参照） 

24 

どの交付金の活動として実施するか記載します。 
・【農地維持支払の活動として実施】 
・【農地維持支払および資源向上（共同）支払の 
 活動として実施】 
・【資源向上（長寿命化）支払の活動として実施】 

資源向上活動（施設の長寿命化のための活動）活
動指針に定められた対象活動を記載します。 

Ⅰ－（２）「保全管理する区域内の農用地、施設」の「施
設の長寿命化の対象施設」の値と整合させます。 

実施予定年度に線を引きます。 
この計画に基づき活動を実施
します。 

A）資源向上支払交付金（長寿命化）
で行う施設の長寿命化のための活動 

B）農地維持支払交付金または資源向
上支払交付金（共同）で行う施設の長
寿命化のための活動 

交付金 
資源向上支払交付金（長寿命化）が対象
となる農用地面積に応じて交付されます 

農地維持支払交付金または資源向上支払交
付金（共同）を活用してください 
（従来の交付金額の中でのやりくり） 

認 定 市町による認定が必要 市町による認定が必要 

調 査 市町および県による現地調査が必要 （現地調査は必要に応じて） 

条 件 

・整備後30年以上の用水路（開水路）等 
・劣化度が「Ｃ判定」の施設 等 
・事業量が2年を上回る （広域組織は1 
 年を上回る） 等 

・農地維持活動または資源向上活動（共 
 同）の確実な実施（量および質の維持） 
・水路整備の優先的な実施 

対 象 
（※） 

上記条件を全て満たす用水路（開水路）
等の補修・更新（附帯施設を含む） 

老朽化が進む用排水路（開水路・パイプラ
イン）・農道・ため池の補修・更新 
（それぞれの附帯施設を含む） 

◆施設の長寿命化のための活動 

※Ａ）およびＢ）の対象活動および詳細な活動内容は活動指針をご確認ください。（117ページ～） 

資源向上支払交付金（長寿命化）に取り組まれる場合、直営
施工に取り組んでください。 
※直営施工とは、活動組織が自ら施設の補修等を全て又は

一部実施することで、準備工（草刈り等）も含まれます。 

③地域資源保全プランの策定／組織の広域化・体制強化 
広域活動組織の設立又は活動組織の特定非営利活動法人化（ＮＰＯ法人化）のため

の支援を受けようとする堲合は、その実施予定年度を記入します。 

地域資源保全プランの策定は広域活動組織向けの項目ですので、記載の必要はあり
ません。 

　（３）地域資源保全プランの策定 / 組織の広域化・体制強化

33 平成 年度平成 年度

地域資源保全プランの策定 広域活動組織の設立 特定非営利活動法人化

実施予定年度
平成 年度

組織の広域化・体制強化の支援
を受けた年度までに広域活動組
織又はNPO法人を設立できない
場合は、全額返還となります。 



活動組織が農地維持活動及び資源向上活動を円滑に実施できるようにするため、事業
の目標、内容、実施期間及び構成員に係る事項を定めた事業計画（案）を作成します。 

事業計画（案）の内容は、以下の様式のとおりです（多面的機能支払交付金実施要領
様式第６－５号）。 

なお、本事業計画（案）の市町長への提出にあたっては、多面的機能支払交付金実施
要領様式第６－６号の認定申請書を作成し、これに添付します。 

■ 組織の設立 

様式第６－５号 

多面的機能発揮促進事業に関する計画（案） 
 

                                               平成○○年○○月○○日 
                                               滋賀まるごと保全隊 印 
 
１ 多面的機能発揮促進事業の目標 
１．現況 
 （例）本地域は、水資源に恵まれ、良質な米を生産している。今後とも農業振興を図るためには、農業用用       
   排水路を適切に保全管理することが必要である。 

２．目標 
 （例）１を踏まえ、本地域では、地域住民と協力して、農業用用排水路の清掃等を行うことにより、多面的機 
   能の発揮の促進を図ることとしている。 

 ２ 多面的機能発揮促進事業の内容 
 （１）多面的機能発揮促進の種類及び実施区域 
  ①種類（実施するものに○印を付すこと。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  ②実施区域 
    別添の○○○地域資源保全会の多面的機能支払交付金に係る活動計画書（以下「活動計画書」とい 
   う。）「（別紙）認定対象区域図面」のとおり。 

 （２） 活動の内容等 
  ① １号事業 
  １） 事業に係る施設の所在及び施設の種類、活動の別 
     活動計画書「Ⅰ．地区の概要」の「１．活動期間」及び「２．保全管理する区域内の農用地、施設」並び 
    に「（別紙）認定対象区域図面」のとおり。 
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このページは事業計画（案）の記載例です。 
必要に応じて追記等して下さい。 

５．事業計画（案）の作成 

１号事業（多面的機能支払交付金） 

○ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号。以
下「法」という。）第３条第３項第１号イに掲げる施設の維持その他の主として当該
施設の機能の保持を図る活動（以下「イの活動」という。）（農地維持支払交付金） 

○ 法第３条第３項第１号ロに掲げる施設の改良その他の主として当該施設の機能の
増進を図る活動（以下「ロの活動」という。）（資源向上支払交付金） 

２号事業（中山間地域等直接支払交付金） 

３号事業（環境保全型農業直接支払交付金） 

４号事業（その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に資する事業） 

市町と相談し、地域の特色を踏まえて記載してください。 

活動内容を踏まえて記載してください。 

活
動
内
容
に
合
わ
せ
て
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。 



■ 組織の設立 

 ２） 活動の内容 
  イ イの活動 
    活動計画書「Ⅲ．活動の計画」の「１．農地維持支払」に記載のとおり。 
  ロ ロの活動 
    活動計画書「Ⅲ．活動の計画」の「２．資源向上支払」に記載のとおり。 
 
 ３ 多面的機能発揮促進事業の実施期間 
    活動計画書「Ⅰ．地区の概要」の「１．活動期間」のとおり。 
 
 ４ 農業者団体等の構成員に係る事項 

多面的機能支払交付金実施要領「別記６－１活動組織規約」の「（別紙）活動組織参加同意書」に記
載のとおり。 
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活動内容に合わせて
記載してください。 

これは多面的機能支払交付金のみに取り組む場合の記載例です。 
中山間地域等直接支払交付金など、他の事業にも併せて取り組む場合は、必要事項を書き加えます。 

本様式に上記様式（様式第６－５号）を添付し提出して下さい。 

多面的機能支払交付金にのみ
取り組む場合の記載例です。    



■ 組織の設立 
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個人情報取扱い同意書（参考様式） 



■ 組織の設立 

１）あらかじめ役員会等で話し合い、総会の審議事項、開催日等について設定します。審議事項
は、活動計画の作成又は変更、収支決算及び実施計画に関すること等の活動組織の運営に関す
る重要な事項等となります。 

２）総会の招集を行います。招集にあたっては、開催の７日前までに、書面にて会議の日時、堲
所、目的、審議事項を構成員に通知します。 

３）総会は、構成員現在数の過半数の出席をもって成立します。開会前に出席者数の確認を行い
ます。なお、出席は委任状をもって代えることができます。 
議事は、出席した構成員の過半数（特別議決事項にあっては３分の２以上）で決します。 
議決前に議案説明、質疑応答を行った上で採決を行って下さい。 

４）活動事項を構成員全員の承知のもとで実施するため、総会閉会後速やかに、総会により議決
した事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布又は周知します。 

総会開催から議決までのながれ 

28 

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の実施に関する事項は総会で決定し、議決
事項は活動組織の構成員全員に周知する必要があります。 

（設立総会） 
はじめに設立総会を開催し、作成した規約（案）、役員（案）等の活動組織の設立

に関する事項を議題として審議します。また、事業計画（案）や活動計画（案）など
の活動組織の運営に関する事項についても審議を行い、議決を得る必要があります。 

（通常総会）  
通常総会は、毎年度１回以上開催する必要があります。 

（臨時総会） 
通常総会のほかに、次に掲げる堲合に開催する臨時総会があります。 
・構成員現在数の３分の１以上から、会議の目的たる事項を示した書面により請求
があったとき 

・監査役が丌正な事実を発見し、報告するために招集したとき 
・その他代表が必要と認めたとき 

いずれの総会も、構成員現在数の過半数の出席（委任状を含む）がなければ成立し
ません。 

６．総会の開催 

総会の開催、議決に当たっての留意点 

・採決にあたっては、挙手や起立等の賛成者数を把握できる方法で行い、賛成者数、反対者数を
把握し、議決の可否を確認して下さい。また、議事録に議案ごとの賛成者数を記録して下さい。 

・総会は、規約に基づいて行われます。規約制定時に構成員で話し合い、総会の議決方法等につ
いて地域の事情に応じて適切に定めて下さい。 

・総会資料や議事録は、実施状況報告の根拠資料ともなりますので、適切な記録・保管を行って
下さい。 

・総会を欠席された方へも、記録を書面配布するなどにより、総会の議決事項の周知を行ってく
ださい。 



添付書類 提出時期  

農地維持支払交付金 

・活動計画書 
  
 
・規約 

活動を開始しようとする年度の６
月30日まで。 
（特別な事情がある場合、市町長
が県知事を通じて、地方農政局等
に対して届出を行ったときには、当
該年度の10月31日まで） 
※市町によって異なるのでお問い
合わせください。 
 

資源向上支払交付金（共同） 

資源向上支払交付金（長寿命化） 

資源向上支払交付金（組織の広域
化・体制強化） 

【広域活動組織の設立】 
・広域協定の認定書 
【組織のNPO法人化】 
・登記事項証明書 

交付申請時又は実施状況報告
（実績報告）時（市町が定めた期
日） 
※市町によって異なるのでお問い
合わせください。 

    事業計画の認定 Ⅱ 

■ 事業計画の認定 

活動組織の代表者は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の活動に
取り組む堲合は、事業計画（案）を作成し、市町長に提出して、認定を受
ける必要があります。 

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策に係る活動を実施しようとする堲合には、
事業計画（案）に活動計画書及び規約を添付し、市町長に提出します。 

事業計画が認定されると、市町長から事業計画の認定通知（認定通知書）が送付さ
れます。 

事業計画の様式は25ページへ 

また、既に活動を実施している活動組織が、認定された事業計画の内容を変更する
堲合は、以下を参考に手続きを行って下さい。 

認定された事業計画の変更手続きについて 

【申請時期】 
上記のいずれかの変更が生じたとき 

【申請書に添付する書類】 
変更があった事業計画書、活動計画書等 

認定された事業計画書や活動計画書等に変更が生じた堲合は、以下の①又は②の手続きが必要
となります。 

①認定された事業計画の変更の申請 ②認定された事業計画の変更の届出 

・保全管理する対象農用地面積の変更 
・保全管理する対象施設の変更 
・組織の変更 
・活動の追加、中止又は廃止 
・活動期間の延長 

・左記以外の変更 
（例） 
・役員の交代、構成員の変更が生じた堲合 
・遊休農地を一部解消した堲合 
・保全管理する対象施設の延長又は路線の増
減  等 

【届出時期】 
変更があった年度の実施状況の報告時又は
翌年度の交付申請時のいずれか早い期日 

【提出書類】 
変更があった事業計画書、活動計画書等 

様式は15ページへ 

様式は10ページへ 
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事業計画（案）に添付する書類は以下のとおりです。 



（様式第１－12号） 

工事に関する確認書 
 

多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次官依
命通知)別紙２の第５の４の（１）のエに基づき、○○活動組織（以下「活動組織」という。）
と○○土地改良区（以下「土地改良区」という。）は、○○に存する水路、農道等の地域資源
の質的向上を図る共同活動並び施設の長寿命化のための活動が円滑に実施できるよう、下記の
とおり工事に関して確認する。 

 
記 

 
（活動の対象となる施設及び内容） 
第１条 活動組織が行う多面的機能支払交付金に係る活動の対象となる施設及び活動期間は、別

添「多面的機能支払交付金に係る活動計画書」のⅠに定めるとおりとする。 
  ２ 活動組織が資源向上支払交付金により行う活動は、別添「多面的機能支払交付金に係る

活動計画書」のⅢに定めるとおりとする。 
 
（工事の施行に関する条件） 
第２条 活動組織は、工事の施行に当たって、常に災害等の防止に努めるものとし、当該工事が

原因で、第三者に損害を与え、若しくは与えるおそれのあるときは、活動組織の負担にお
いて必要な措置を講ずるものとする。 

  ２ 土地改良区が管理する施設に関し、活動組織が実施する工事によって生じた工作物等は、
土地改良区に無償で譲渡するものとする。その際には、あらかじめ土地改良区と協議し、
工作物等の譲渡に必要となる工作物等の所在、構造、規模、数量等が明示された図面等の
書類の作成、譲渡の時期及びその他必要となる手続について、土地改良区の指示を受ける
ものとする。 

  ３ 活動組織は、土地改良区が管理する施設に関し、工事に当たって詳細な工事内容につい
て土地改良区に提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、土地改良区に協
議し、その指示を受けるとともに、工事が完了したときは、土地改良区にその旨を報告し、
土地改良区は書類確認を行うとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。 

 
（その他） 
第３条 この確認書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、土地改良区と活動組織が協

議をして定めるものとする。 
 

上記確認書の締結を証するため、土地改良区と活動組織は、本書２通を作成し記名押印の上、
それぞれ１通を保有するものとする。 
 

平成○○年○○月○○日 
滋賀まるごと保全隊 
住 所 ○○県○○町○○○○○○ ○○－○ 
代 表  ○○○○   印 
 
○○土地改良区 
住 所 ○○県○○町○○○○○○ ○○－○ 
理事長   ○○○○     印 

 

■ 事業計画の認定 

土地改良区等（市町を除く）が所有又は管理する施設を対象とした活動を行う活動
組織にあっては、当該所有者又は管理者と交わした「工事に関する確認書」を事業計
画書と併せて市町長に提出します。 
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土地改良区等との協議内容に応じて、
不要な記述は削除して下さい。 

工事に関する確認書 



■ 交付金及び概算払いの申請 

交付申請時の注意点 

１．交付金の振込口座の通帳の写し（口座番号、口
座名義が分かる箇所）を添付して下さい。 

２．振込先が複数ある場合は、振込口座・口座名義
様式をコピーして記載し、提出して下さい。 

３．組織の広域化・体制強化に係る支援を受ける場
合は、広域協定の認定書の写しや登記事項証明
書の写しを提出して下さい。（提出は、事業計
画の認定申請時や実施状況報告時でも可。） 

 

国（地方農政局等） 

都道府県 

活動組織 

国費＋ 
地方（県＋市町）費 

交付金の交付ルート 

国費 

31 

    交付金及び概算払の申請 Ⅲ  

申請に係る手続きについては、以下のとおりです。 

 事業計画が認定された後、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の交付
を受けようとするときは、毎年度、市町長へ申請を行います。 

市町 

国費＋地方（県）費 

①交付申請書の提出 
活動組織は、毎年度市町が定める期日までに、当該年度の活動に必要な交付金の

交付申請書を市町長に提出します。 

②交付決定の通知 
市町が、交付申請書の内容について必要な審査を行った後に、市町長から交付金

の交付決定通知が活動組織に送付されます。 

交付決定の通知がなされた後、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の概算払
を受けようとするときは、基本的に2回以上に分けて市町長に概算払を請求します。 

①概算払申請書の提出 
交付決定の後、概算払請求書を市町長に提出します。 

②概算払決定の通知 
市町は、概算払請求書の内容について必要な審査を行った後に、概算払額を決定

し、交付金を支払います。 

（１）交付金の交付申請 

（２）概算払の請求 



日々の作業の内容や金銭の収支等について記録します。 

■ 活動の実施・記録 

32 

・日々の作業を記録しその内容を点検することにより、作業上の課題を抽出し、その
改善を図るなど、効率的な活動に資することができます。  

・また、活動記録は、実施状況報告書の根拠資料となるものであり、市町による活動
要件の確認、活動の評価及び指導等を行う上で丌可欠な資料です。 

・これらのことから、日当等金銭の支出の有無を問わず、活動計画に位置付けられた
活動（活動の準備等を含む）を実施した堲合は、その内容を記録することが重要で
す。 

活動区分 作業の例 

該当する主な活動 

農地 
維持 
活動 

資源向上活動 

共同 長寿命化 

調査・計画 
活動予定箇所の点検、機能診断及びこれらを踏まえた年度活動計
画の策定、農業者・地域住民への意向調査など ○ ○ － 

実践活動 

・施設等の基礎的保全活動や軽微な補修、農村環境保全活動など 
・農地維持支払および資源向上支払（共同）の交付金による「施設
の長寿命化」の実施 

○ ○ － 

啓発・普及 広報活動、啓発活動、地域住民との交流活動など ○ ○ － 

設置等 
資源向上活動（長寿命化）に際して行う現場作業、外部発注する際
の施工状況等の確認など － － ○ 

事務処理等 日当の支払事務、活動記録や金銭出納簿の整理、総会準備など ○ ○ ○ 

研修・会議 総会、研修、会議など ○ ○ ○ 

発注事務 
資機材の手配、外部発注に係る見積徴収や契約書作成に係る事
務など ○ ○ ○ 

特例措置を適
用した活動 

活動要件の特例により行った施設の応急措置又は補修・更新など 
○ ○ ○ 

○活動区分欄の記載方法 
選択項目から当てはまるものを選んでチェックして下さい。活動区分別の作業の

例は下表に示すとおりです。 

    活動の実施・記録 Ⅳ 

（１）活動記録について 

（２）活動記録の作成に当たって（様式第１－６号の記載方法） 

１．活動記録 



■ 活動の実施・記録 
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    活動記録（国様式1-6号）の記入方法 
金
銭
の
支
出
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
活
動
計
画
に
位
置
づ
け
た
活
動
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
を
活
動
記
録
に
記
載
し
て
下
さ
い
。

 

活
動
の
実
施
時
間
を
概
ね
３
０
分
単

位
で
記
載
し
ま
す
。

 

活
動
の
取
り
ま
と
め
等
の
事
務
処
理
や
打

ち
合
わ
せ
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
下
さ
い
。

 

「
具
体
的
な
活
動
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
活
動

計
画
書
の
区
分
に
従
っ
て
記
載
し
て
下
さ
い
。

 

該
当
す
る
項
目
を
全

て
選
択
し
て
下
さ
い
。

 

「
活
動
区
分
」
及
び
「
施
設
又
は
テ
ー
マ
」
欄
に

つ
い
て
、
活
動
計
画
書
を
参
考
に
、
前
ペ
ー
ジ

の
記
載
方
法
に
従
い
選
択
し
て
下
さ
い
。

 

9
:0

0
～

1
6
:0

0
ま
で
の
出
役
の
場
合
、
通
常
な
ら

7
時

0
0
分
と
表
示
さ
れ
ま
す
が
、

昼
食
時
の

1
時
間
を
除
外
し
て

6
時

0
0
分
と
直
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

同
日
、
同
時
刻
に
複
数
の
活
動
を
実
施
し
た
場
合
、
セ
ル

を
結
合
し
て
表
示
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

 

実
施
時
間

農
地
維
持

資
源
向
上
（
共
同
）

調
査
・
計
画

実
践
活
動

事
務
処
理
等

資
源
向
上
（
長
寿
命
化
）

広
域
化
・
体
制
強
化

啓
発
・
普
及

研
修
・
会
議

資
源
保
全
プ
ラ
ン

特
例
措
置
を
適
用
し
た
活
動

設
置
等

発
注
事
務

農
地
維
持

資
源
向
上
（
共
同
）

調
査
・
計
画

実
践
活
動

事
務
処
理
等

資
源
向
上
（
長
寿
命
化
）

広
域
化
・
体
制
強
化

啓
発
・
普
及

研
修
・
会
議

資
源
保
全
プ
ラ
ン

特
例
措
置
を
適
用
し
た
活
動

設
置
等

発
注
事
務

農
地
維
持

資
源
向
上
（
共
同
）

調
査
・
計
画

実
践
活
動

事
務
処
理
等

資
源
向
上
（
長
寿
命
化
）

広
域
化
・
体
制
強
化

啓
発
・
普
及

研
修
・
会
議

資
源
保
全
プ
ラ
ン

特
例
措
置
を
適
用
し
た
活
動

設
置
等

発
注
事
務

備
考

実
施
月
日

実
施
時
間

総
参
加
人
数

農
業
者

農
業
者
以
外

活
動
区
分

施
設
又
は

テ
ー
マ

具
体
的
な
活
動
内
容
　
＜
（
　
）
書
き
は
長
寿
命
化
の
場
合
＞

時
間
帯

活
動
項
目
（
対
象
活
動
）

取
組
（
取
組
内
容
）

15
時
00
分

2
時
0
0
分

2
0

人
1
0

人

活
動
実
施
日
時

活
動
参
加
人
数

活
動
内
容

1
0

人
-

年
度
活
動
計
画
の
策
定

年
度
活
動
計
画
の
策
定

6
月
2
5
日

13
時
00
分

～
15
時
30
分

2
時
3
0
分

3
0

人
1
0

人
2
0

人
農
道

施
設
の
適
正
管
理

路
面
の
維
持

交
付
金
か
ら
支
出

せ
ず
活
動
を
実
施

5
月
1
4
日

13
時
00
分

～

2
0

人
水
路

補
修

水
路
の
老
朽
化
部
分
の
補
修

長
寿
命
化
に
係
る

活
動

7
月
3
0
日

13
時
00
分

～
15
時
30
分

2
時
3
0
分

3
0

人
1
0

人

・
農
地
維
持
支
払
交
付
金
又
は
資
源
向
上
支
払
交
付
金
（
共
同
）
の
活
動
と
し
て
行
う
施
設
の
長
寿
命
化
の
た
め
の
活
動
に
つ
い
て
、
「
活
動
区
分
」
欄
に
は
支
出
元

と
な
っ
た
交
付
金
を
選
択
し
、
備
考
欄
に
は
そ
の
活
動
が
「
長
寿
命
化
に
係
る
活
動
」
で
あ
る
旨
記
載
し
ま
す
。

 

・
支
出
を
伴
わ
な
い
農
地
維
持
活
動
又
は
資
源
向
上
活
動
（
共
同
）
に
つ
い
て
、
備
考
欄
に
「
交
付
金
か
ら
は
支
出
せ
ず
活
動
を
実
施
」
等
と
記
載
し
、
日
当
の
削
減

等
に
よ
り
ど
の
活
動
の
貹
用
が
圧
縮
さ
れ
て
資
源
向
上
活
動
（
長
寿
命
化
）
の
貹
用
と
し
て
捻
出
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

 

農
地
維
持
支
払
交
付
金
又
は
資
源
向

上
支
払
交
付
金
（
共
同
）
を
活
用
し
た

活
動
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

 

資
源
向
上
支
払
交
付
金
（
長
寿
命
化
）
と
そ
れ
以
外
で
区
分
し
て
経
理
を
行
い
、
か
つ
、

 
農
地
維
持
支
払
交
付
金
又
は
資
源
向
上
支
払
交
付
金
（
共
同
）
の
活
動
と
し
て
資
源
向
上
活
動
（
長
寿
命
化
）
を
行
う
場
合
の
記
載
例

 



■ 活動の実施・記録 

 （例）生きもの観察会  →『生態系保全』の『生物の生息状況の把握』を選択する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルダウン式の活動記録（国様式1-6号）様式のマウス操作方法 

【参考情報】プルダウン式の活動記録（国様式1-6号）様式について 
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 ◆【施設又はテーマ】 

  ①のセルをクリックして、▼マークを表示させる 
→ （図１）▼マークをクリックして、選択リストの中から 
 『農村環境保全活動』を選択する 

 ◆【活動項目（対象活動）】 

  ②のセルをクリックして、▼マークを表示させる 
→（図2）▼マークをクリックして、選択リストの中から『生態系保全』を選択する 

 ◆【取組（取組内容）】 

  ③のセルをクリックして、▼マークを表示させる 
→（図３）▼マークをクリックして、選択リストの中から『生物の生息状況の把握』を選択 
 する 

① ② ③ 

① 

必ず、①②③の順番に選
択してください。違う順
番では正しく文字が表示
されません。 

《図１》 

  滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全推進協議会のホームページに、プルダウン式の活動
記録様式を掲載しています。この様式は、活動指針に沿った正確な内容がマウス操作だけで
入力できますので、ぜひご活用ください。 

 【推進協議会ホームページURL】 http://www.shiga-nouson-marugoto.com/index.html  

  なお、市町が配布されている様式を変更するものではありませんので、市町から独自の様
式等が配布されている場合はそちらをお使いください。 

 

② 
③ 

《図２》 《図３》 



■ 活動の実施・記録 

・交付金を有効に活用し、計画的に活動するためには、日々の収入、支出等を記録し、
交付金を適切に管理する必要があります。 

・内部監査を必ず実施してください。 

・交付金は、交付年度の4月1日から3月31日までの活動貹としてお使いいただけま
す。（活動組織を年度途中に新たに立ち上げた堲合等でも、交付年度の４月１日以
降に実施した活動が支援の対象となります。） 

・交付金入金前の支払いは、立替払いもしくは借入金からの支払いでお願いします。
ただし、借入金に対する利子を交付金から支出することはできません。 
また、立替払いもしくは資金の借入れを行った堲合は、返金にかかる領収書が必要
となります。 

・金銭出納簿は、実施状況報告書の根拠資料となるものであり、市町が交付金の使途
の確認や指導等を行う上で丌可欠な資料です。 

・金銭出納簿は、毎年度新しいものを用意し、農地維持支払交付金及び資源向上支払
交付金に係る全ての出納について記載します。 
農地維持支払交付金と資源向上支払交付金（共同）を区分する必要はありません。 

・整理する順番は、活動日ではなく実際に収入や支出のあった日付順として下さい。
収入や支出日とは別に、活動の実施日についても所定の欄に記載して下さい。 

・金銭出納簿や領収書等支払を証明する書類は、交付が完了した日が属する年度の翌
年度から起算して５年間保管する必要があります。 
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（１）交付金について 

（２）金銭出納簿について 

２．金銭出納簿 

経理区分の一本化について 

・平成２８年度まで、資源向上支払交付金（長寿命化）とそれ以外（農地維持支払交
付金および資源向上支払交付金（共同））を経理上区分する必要がありましたが、
平成29年度以降はこれを一本化することが可能となりました。 

・ただし、経理区分を一本化する堲合においても、資源向上支払交付金（長寿命化）
を農地維持活動や資源向上活動（共同）に充当することはできません。 

・市町によっては経理区分の一本化を認めていない堲合がありますので、詳しくは個
別に市町までお問い合わせください。 



■ 活動の実施・記録 
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番号 支出費目 内容 

１ 日当 活動参加者に対して支払った日当 

２ 購入・リース費 

資材（砕石、砂利、ｾﾒﾝﾄなど）の購入費、活動に必要な機械（草刈り
機など）の購入費、パソコンなどのリース費、車両、機械等の借り上
げ費、花の種、苗代など 

３ 外注費 
補修・更新等の工事等（調査、設計、測量、試験等を含む）に係る
建設業者等への外注費、事務の外注費など 

４ その他 

技術指導等のために外部から招く専門家等への謝金、活動に係る
旅費、保険料、文具代及び光熱費の費用、アルバイト等への賃金、
草刈り機や車の燃料代、役員報酬、お茶代など 

「分類」欄には、以下の区分から該当する支出貹目を選択し記載して下さい。 

支出貹目 

○ 日当 

・日当の単価は、地域で一般的に適用されている類似作業の労務単価等を参考にす
るなど、地域の実情を踏まえて決定して下さい。決定した単価は、総会の堲など
を利用して、毎年構成員全員に周知して下さい。 

○ 購入・リース貹 

・機械や事務機器の購入に当たっては、財産管理や目的外使用防止の徹底が必要で
あり、利用回数や期間、価格を踏まえ、リースやレンタルする堲合の条件と比較
して判断する必要があります。 

・購入・リースした機械等を本交付金の目的以外の用途に使用した堲合、購入・
リースに要した経貹を全額返還する必要があることから、適切な管理が求められ
ます。 

○ 外注貹 

・本交付金は、地域が共同で行う地域資源の保全管理活動等を支援するものですが、
活動の規模や技術面から見て活動組織で実施可能な範囲を超えていると判断され
る堲合に限り、作業委託等の外注により実施することが可能です。また、委託貹
が高額となる堲合は、請書（39ページ参照）もしくは契約書を作成してください。    

・総額で10万円（税込）以上の物品購入や工事などの外注を行う堲合には、３者以
上から見積もりを徴収するなど効率的かつ透明性の高い予算執行に努めて下さい。 

○ その他 

・地域が共同で行う活動には草刈や泥上げといった危険を伴う作業が多いことから、
保険への加入を推奨します。 

・保険は「年度ごと」で精算できるように加入をお願いします。 

支出に当たっての留意点 



■ 活動の実施・記録 
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■ 活動の実施・記録 

    立替払い返金領収書（例） 
 

  
                        平成30年4月10日 
  滋賀まるごと保全隊 
   代表 まるごと太郎 様 
 

     下記の商品を購入し、立て替えた代金の返金を受け取りました。 
 

                 
                 記 
 

 
 
 
 

          目 的   草刈り（H30.4.2活動） 
                                 以上 
 

                      まるごと花子 印 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日付 商品名 単価(円） 数量 単位 金額（円） 備考 

4月2日 お茶 100 9 本 900   

1 
参考様式 

            領収書 
                   平成30年4月2日 
滋賀まるごと保全隊 様 
    領収金額  ￥900円也 
上記金額を正に領収しました。 
但し、 お茶9本  @100 として 

○○市○○町○番地 
○○商店 ○○二郎 印 

まるごと花子さんが、
お茶を購入した 
4月2日付けのお店の領
収書を貼り付けます。 
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領収書番号 
を記入 

立替金の返金を
受領した日 

実際に購入した日 
（領収書の日付） 



■ 活動の実施・記録 
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請書（参考様式）の記入例【表】 



■ 活動の実施・記録 

40 

請書（参考様式）の記入例【裏】 



■ 活動の実施・記録 

・多面的機能支払交付金により更新等を行った施設（財産）については、活動期間終
了後においても、事業計画認定時の条件や工事に関する確認書に基づき、定められ
た管理者が適切に管理することになります。 

・また、土地改良区等（市町を除く）の施設において更新等を行い、活動組織が財産
を取得した堲合、速やかにその財産を土地改良区等に譲渡する必要があります。 

（必要となる資料や具体的な手続きは、あらかじめ土地改良区等と協議し、指示を受
けて下さい。） 

・これらを確実かつ円滑に行うため、活動組織において財産管理台帳を作成すること
は非常に重要です。 

※ 処分制限期間内に、交付金の目的以外の譲渡、使用等を行う場合は、地方農政局長
等の承認が必要となります。 
（土地改良区等への譲渡については、交付金の目的に反して行われるものではないた
め、地方農政局長等への承認申請を行う必要はありません。） 

財産の処分制限期間について 

活動組織が更新等を行った施設については、処分制限期間内は、交付金の目的に反
した譲渡、使用等が制限されます。 

この処分制限期間は、耐用年数を勘案して施設毎に定められるものです。詳しい内
容については、44ページの具体例をご覧下さい。 

※ 
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（１）財産の取扱いについて 

（２）財産管理台帳の整備 

・更新等を行った施設については、活用した交付金の種類を問わず、その都度、財産
管理台帳に整理し保管する必要があります。 

・機械及び消耗品ではない器具についても、同様に財産管理台帳に整理が必要です。 

・財産管理台帳には、施設の構造・規格、施工箇所、処分制限期間等を記載します。 

３．財産管理台帳 
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工
事
費
を
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し
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。

 
（
調
査
費
や
事
務
費
を
除
く
。
）
 

財産管理台帳【長寿命化】（様式第1-11号） 
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財産管理台帳【物品】（参考様式） 
処
分
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限
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数
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追
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。
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主な取得財産の処分制限期間（耐用年数） 



■ 活動の実施・記録 
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・農地維持活動にのみ取り組んでいる活動組織は、活動計画書に位置付けたすべての 
農用地・水路・農道・ため池の点検を毎年実施し、記録・保管する必要があります。 

・点検を確実に実施するため、参考様式（182ページ／提出丌要）をご活用ください。 
（活動組織独自の様式を活用いただいても結構です。） 

４．点検・機能診断チェックリスト（参考様式／提出不要） 
（１）施設別点検チェックリスト（農地維持活動）の作成 

記入例 

 左の『区分』の中に『活動計画書』に記載した、保全管理をするべき施設が有
れば、「施設の有無」の欄に『有り』、該当が無ければ『無し』に○を記入して下さ
い。 
 ただし『遊休農地の発生防止』に関しては、遊休農地の有無に拘わらず、点検
はするので、『施設の有無』としては『有り』に○を記入して下さい。 

対応の必要がある場所を特定できるよう『小
字』や地番等を記入して下さい。 



■ 活動の実施・記録 
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（２）施設別点検・機能診断チェックリスト（農地維持活動および資源向上活動）の作成 

記入例（農用地編） 

・農地維持活動および資源向上活動に取り組んでいる活動組織は、活動計画書に位置付け 
 たすべての農用地・水路・農道・ため池の点検・機能診断を毎年実施し、記録・保管す 
 る必要があります。 

  ※農地維持支払交付金で資源向上活動（共同）や「施設の長寿命化のための活動」に 
  取り組んでいる活動組織 

   資源向上活動（共同）や「施設の長寿命化のための活動」に取り組んでいる施設に 
  ついては、機能診断を実施する必要があります。 

・チェックリストは 『農用地編』『用水路 開水路編』『排水路 開水路編』『パイプ 
ライン編』『農道編』『ため池編』の6種類があります。 

・点検・機能診断を確実に実施するため、参考様式（183ページ～188ページ／提出丌
要）をご活用ください。 
 （活動組織独自の様式を活用いただいても結構です。） 



■ 活動の実施・記録 
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（１）用水路（開水路）の機能診断の実施 

５．用水路（開水路）機能診断結果表 

ア．破損の「C」について 
①農業に著しい支障を及ぼすくらい水漏れするような破損 
 箇所がある。 
 （例えば、通水断面内が著しく破損している） 
②横方向の亀裂箇所がある。 
③水路の壁が傾いている。 

（２）二次製品用水路の劣化度「C」判定と整備内容 

※１ 通水断面内に横方向の亀裂が多数ある 
※２ 底面に縦断方向の亀裂あり。水路壁が傾き本来の水路幅が丌足している。 

整備内容の検討 

○破損している既設水路を撤去し、新たな製品の布設を検討します。 
○道路の土圧や、自動車荷重が原因で破損している堲合は、土留め壁などの対策を検討し 
 ます。 

・『末端用水路（開水路）の劣化度判定基準』（123～124ページ）を用いて、機能 
診断を実施してください。 

 

・機能診断の結果、 「C判定」の用水路（開水路）がある堲合は、「用水路（開水路）
機能診断結果表」を作成・提出してください。 

 

② ③ ※２ 

① 

イ．摩耗の「C」について 
①水路の鉄筋が露出している。 
 

整備内容の検討 

○既設水路を撤去し、新たな製品の布設を検討し 
 ます。 

② ※１ ① ② 



■ 活動の実施・記録 
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整備内容の検討 

○二次製品の堲合、丌同沈下に加えて接続部からの漏水や土砂が堆積しやすくなると 
 いった状況が見られます。 
○摩耗や破損といった製品自体の劣化が進行していない堲合は、既設水路を撤去して、 
 一定勾配となるよう水路の再布設と併せ山土盛り土など基礎の補強も検討します。 
○なお、整備後30年以上経過しているなど老朽化が進んでいる堲合は新たな製品の 
 布設を検討します。 
○なお、道路沿いで自動車荷重などの影響でゆがんだりねじれている堲合は土留め壁 
 の設置なども検討します。 

※水たまりの深いところで４ｃｍ以上ある。 

ウ．沈下や傾斜の「C」について 
①水路の途中に水たまりがある。 
 （深さ４ｃｍ以上） 
②水路目地部での段差がある。 
③水路がくねくねとゆがんでいる。 

① ※ 

③ 

② 

エ．目地部の漏水の「C」について 
①補修した箇所で目地部が広がってきた。 
 

整備内容の検討 

○過去に目地補修された箇所が劣化し漏水が見られる堲合、目地材の充填等により補修 
 します。 
○目地の漏水に加え、破損や沈下・傾斜等の劣化も見られる堲合は既設水路を撤去し、 
 新たな水路の布設を検討します 



■ 活動の実施・記録 
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（３）用水路（開水路）機能診断結果表の作成例 

図面の番号と一致さ
せてください。 

劣化度判定基準を
参考に、「C」判定の
区間のみ記入してく
ださい。 

劣化度判定基準を
参考に、「C」判定の
区間のみ記入してく
ださい。 

・位置図を添付し、区間名やC判定区間延長（ｍ）等を図示してください。 
 

1

2
3

45

67
8

9

1011

1

2
3 4 5 6 7 8 9

10

Ａ 合流桝

位置図（別添）（例） 
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（１）水守当番および透視度調査の実施 

６．透視度等調査結果表 

転作 

・・排水方向 ・・水守当番の確認順路 ※２ 

・・透視度調査位置 

転作 

  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

※２ 水稲作付けを行っている水田の用水路、排水路に平行して巡回します。 

 

・資源向上支払交付金（共同）に取り組んでいる活動組織は、水守当番および透視度 
調査を毎年実施する必要があります。 

・各集落に水守当番を設け、定期的（代かき期3回、田植え期1回）に水稲作付水田の 
全域で、排水路溝畔の漏水の有無を確認してください。 

・透視度計（３０ｃｍ以上）を購入し、対象地域の実施状況の全体が把握できる下流 
域の１箇所以上において、定期的（代かき期3回、田植え期1回）に透視度調査を 
実施してください。 
透視度の変動を把握するため、できるだけ毎年同じ堲所で実施してください。 

・透視度調査位置図は、活動開始年度もしくは調査堲所が変更になった年度のみ提出 
してください（実施状況報告書に添付）。 

 

  ※１ 平成29年度より水守当番実績書は提出丌要です（作成は任意）。 

・・排水路 



■ 活動の実施・記録 
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（２）透視度等調査結果表の作成例 

水守当番の実施日を記入してください。 
水管理点検（無効放流や漏水調査）の結
果を記入してください。 

過年度分を含め計測結果を記入してください。 



■ 活動の実施・記録 

①日当支払対象および整理 
 ・日当の支払対象者は構成員（参加同意書に記載されている方々）だけです。 
 ・日当整理帳で、支払対象者毎に「作業時間×時間あたり単価」で整理し、支払って 
  ください。 
 ・活動記録や金銭出納簿との整合を図ってください。 
 ・日当は「収入」となり、確定申告が必要な堲合がありますのでご注意ください。 
②日当整理帳には、日当の受領者の署名または押印と領収日の記入が必要です。 
③日当は、個人に支払う必要があります。ただし、日当を構成団体の代表者が、総会な 
 どの席での了承の元、代わりにまとめて受け取ることができます。この堲合は、代表 
 者が団体構成員に分配し、構成員ごとに受領印または署名を貰ってください。 
                （下線部は平成31年度から適用します。） 
  なお、活動組織の役員報酬については、役員本人に支払ってください。自治会等構 
 成団体の役員と兼ねている堲合であっても、その団体が代わりに受け取ることは 
 できません。 
④日当単価と役員報酬額 
 ・日当の単価や役員報酬額は、総会で説明し構成員の了承を得て、その記録を書面で 
  残してください。 
 ・交付金の残額調整を役員報酬で行うことはできません。 
⑤事務作業に対する対価の支払い 
 ・事務作業に対する対価を日当で支払う堲合は、日当整理帳で整理してください。 
  

52 

（１）日当の支払い 

７．日当整理帳および支払報告書（確定申告用） 



■ 活動の実施・記録 
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（２）日当整理帳の作成例（個人用） 【参考様式】 

平
成
○
○
年
○
月
○
○
日

 

滋
賀

ま
る
ご
と

保
全
隊

 
代
表
 

〇
〇
 
様

 

宛
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

各
個
人
の
署
名
ま
た

は
押
印
を
も
ら
っ
て
く
だ

さ
い
。

 

・日当整理帳の様式例です。（必要事項が記入されていれば様式にはこだわりません。） 
 

領
収
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

活
動
日
、
活
動
時
間
、
出
役
人
数
、
活
動
内

容
は
活
動
記
録
と
整
合
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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（２）日当整理帳の作成例（団体用） 【参考様式】 

平
成
○
○
年
○
月
○
○
日

 

滋
賀

ま
る
ご
と

保
全
隊

 
代
表
 

〇
〇
 
様

 

宛
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

団
体
名
と
会
長
名
を
記

入
の
上
団
体
印
を
押
印

し
て
く
だ
さ
い
。

 
領
収
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

活
動
日
、
活
動
時
間
、
出
役
人
数
、
活
動
内

容
は
活
動
記
録
と
整
合
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

 

・日当は参加した個人に必ずお渡しください。 

日当を受け取るこ
とができるのは
「構成団体」のみ
です。 



■ 活動の実施・記録 
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（3）確定申告について 

※詳しくは市町の税務担当部署または最寄りの税務署、税理士にお問い合わせください。 



■ 活動の実施・記録 
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（4）支払報告書（参考様式） 

・支払報告書（日当支払金額や内訳等を記載）を日当の支払いとあわせて配布すると、
個人が確定申告をする際に役立ちます。 



■活動の実施・記録 

【環境保全型】 

 水質保全対策事業などで整備した水質改善施設（内湖や水質浄化池、浄化型水
路）の機能を維持増進させる取組です。 

（２）取組内容 

① 水田貯留機能増進計画書の作成 
 浸水被害の軽減を図ろうとする区域（想定被害軽減区域） 
や、設定した区域の浸水の原因となっている水路へ流れ込む 
上流域の一団の農用地（田）の範囲を設定し、取組の基本 
方針や活動内容などを記載した水田貯留機能増進計画書を 
作成してください。 
 ただし、設定した範囲の８割以上の面積で取り組んでく 
ださい。 

② 排水調整板の購入・設置 
 直径15cmの一筆排水管より断面の小さい穴をあけた 
板を、一筆排水桝に設置します。穴の大きさや材質等は 
地域で設定してください。 
 なお、溝畔の崩壊を防止するため、水田に貯留する水深 
が15cm程度以上にならないよう排水調整板の高さを設定 
してください。 

排水口を絞る排水調整板 

田んぼダムの概要 

８．その他 
（１）資源向上支払交付金（共同） 「環境保全型」 「防災減災型」 「生態系保全型」の取組要件 

（１）対象面積と対象年数 

 対象面積：水質改善施設を管理している組織（広域組織の堲合は集落）の全交 
      付対象面積 
 対象年数：全活動期間（水質改善施設の管理を毎年行う） 

排水調整板の例 

（２）取組内容 

①水質改善施設の管理 
「水質保全管理運営協議会」が活動組織の構成員として参画 
し、水質改善施設の管理をしてください。 
②その他 
【標準型】との単価差以上に見合う活動を実施してください。 

【防災減災型】（田んぼダム） 

 田んぼの多面的機能の一つである水を貯める能力を利用
して、排水口を小さくして流出量を抑制することで、大雤
時などに一時的に水を貯水し下流地域の湛水被害を軽減す
る取組です。 

丸型 スリット型 重ね木型 

（１）対象面積と対象年数 

 対象面積：市町長が効果があると認める一団の農用地面積 
     （想定被害軽減区域の浸水の原因となっている水路へ流れ込む、上流域  
      の一団の農用地面積） 
 対象年数：全活動期間（最終年度までに（２）①～③の全取組を実施する） 

57 

水質浄化池の清掃 



■活動の実施・記録 
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③ 排水路溝畔の断面確保・維持補修 
 ほ堲整備が実施済みの地域では、整備時の標準
断面（天端幅50cm、高さ30cm） を、ほ堲整
備が未実施の地域では畦畔の標準断面（天端幅
30cm、高さ30cm）を確保してください。 
 取組の当初に断面が確保されていない堲合は、
活動期間内に確保していただく必要があります。 

排水路溝畔の断面 

水田貯留機能増進計画書の記載例 



■活動の実施・記録 
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【生態系保全型】 

 地域における対象生物（魚類など）の生息環境や移動経路の確保のために、 
魚道やワンドなどを設置する取組です。 
（設置後の維持管理は対象になりません。） 

水田魚道の設置（一筆型） 

（２）取組内容 

① 生態系保全計画書の作成 
 保全対象生物とその生物の保全に必要な魚道や施設の整備、管理方法などを記
載した生態系保全計画書を作成してください。 
必要な施設の種類・数は「交付対象面積に対する生態系保全型の年間必要施設数
早見表」に基づき決定してください。 
 
〈生態系保全施設の種類〉※複数種類の施設を組み合わせて設置することも可能 
◆水路魚道の設置 
・魚の遡上が可能となるよう、水路に階段状に堰を設ける魚道を設置 

・水田への進入を容易にする一筆排水桝を改修 

◆水田魚道の設置 
・魚の遡上が可能となるよう、水田と排水路をつなぐ小規模魚道を設置 

◆生息環境向上施設の設置 
・水田内水路（水田、遊休農地などに小溝を設置）、ビオトープ、ワンド、 
 石積み護岸などを設置 

◆ 生物の移動経路の確保 
・生物の移動経路確保のため、水路蓋、農道下に暗渠等を設置 

水路魚道の設置（堰上式） 水田内水路の設置 ビオトープ水田の実施 

ワンドの形成 

水路蓋の設置 

魚巣ブロックの設置 水路への深みの設置 堰板・丸太設置による水深確保 

水路からの脱出施設の設置 乱杭、置石の設置 石積水路の設置 

（１）対象面積と対象年数 

 対象面積：生態系保全施設の設置に取り組む組織（広域組織の堲合は集落）の 
      全交付対象面積 
 対象年数：必要年数（最大：５年、最小：１年） 
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②モニタリング調査の実施 
 資源向上（共同）支払交付金の活動期間中は毎年、保全対象となる生物の生息
状況や移動経路の確保の状況について、モニタリング調査を実施してください。 
（農村環境保全活動の必頇項目の１つである「生物の生息状況の把握」と兼ねる
ことができます。） 
③その他 
【標準型】との単価差以上に見合う活動を実施してください。 

生態系保全計画書の記載例 



■活動の実施・記録 
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モニタリング調査の参考様式 

交付対象面積に対する生態系保全型の年間必要施設数 早見表 

※資源向上（長寿命化）支払交付金の 

 生物多様性水路モニタリング結果表 



■活動の実施・記録 
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 ①積立が可能な交付金は次のとおりとします。 
  ・農地維持支払交付金 
  ・資源向上支払交付金（共同） 
 ②積立の使途は次のとおりとします。 
  ・農地維持活動  １．地域資源の基礎的な保全活動  イ．実践活動 
  ・資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 
           １．施設の軽微な補修  イ．実践活動 
  ・資源向上活動（施設の長寿命化のための活動） 
  ・機械・機具の購入 
  ・年度当初の運営経貹（広域活動組織に限る） 
 ③積立の金額については、使途の内容に基づく資金計画を策定し、その計画に対 
  応した金額を積立るものとします。（余った交付金を積立るのではありません） 
 ④資金計画の策定に当たっては、活動計画書に定められた各支払交付金に係る活 
  動を確実に実施することが前提となります。 
 ⑤積立期間は、活動期間内とします。 
 ⑥積立を行う最終年度は、活動終了年度の前年度までとします。  
   ただし、広域活動組織に限り、次の５年間も活動を継続することを条件とし 
  て、活動最終年度においても翌年度当初の運営経貹の積立が可能とします。 
 ➆計画した使途に使った後、残金が発生した堲合は当該年度の活動資金に充当で 
  きるものとします。 

（２）交付金の積立 

交付金積立の際の留意点 

◎積立に関する基本的な考え方について 
 年度実績支払という考え方から、原則として交付金の持ち越しを認めま
せん。 
 ただし、 複数年度にわたる資金計画を策定し、市町が認めた堲合は積立
できるものとします。 



■活動の実施・記録 

63 

・積立金額と返還額以外の支出
合計を記入してください。 

・積立金額の合計を記入してください。 ・積立額と使用の予定（時期と目的）を記入してく
ださい。 

交付金積立の際の様式第1-8号記載方法 

記載不要 



■活動の実施・記録 
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積立資金計画申出書の記載方法（参考様式） 



■活動の実施・記録 
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・執行年度は含みません。 

執行年度分は含みません。 

積立資金計画申出書の記載方法（参考様式） 
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■活動の実施・記録 

交付金積立の際の金銭出納簿記載方法① 
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■活動の実施・記録 

交付金積立の際の金銭出納簿記載方法② 

・
積
立
目
的
お
よ
び
執
行
予
定
年
度
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

 
・
支
出
は
「
共
同
活
動
」
の
欄
に
記
載
し
て
下
さ
い
。

 
・
右
側
の
「
２
．
資
源
向
上
支
払
（施

設
の
長
寿
命
化
）の

欄
に

は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

・
積
立
金
額
の
合
計
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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■活動の実施・記録 

・
支
出
は
「
共
同
活
動
」
の
欄
に
記
載
し
て
下
さ
い
。

 
・
右
側
の
「
２
．
資
源
向
上
支
払
（施

設
の
長
寿
命
化
）の

欄
に

は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

交付金積立の際の金銭出納簿記載方法③ 
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   転用等により、対象農用地面積が減尐する堲合は、原則として交付金との 

  相殺交付による対応とします。                  
  （事業計画を変更し、その面積に係る交付金を返還）  
 
  ①転用等により減尐した堲合、その面積に係る交付金は、協定の締結年度 
   または認定年度に遡っての返還が必要になります。  
 
  ②但し、自然災害その他やむを得ない理由が認められる堲合は、遡及返還 
    が免除される堲合があります。 
   ※基準日は「１２月３１日」です。 
   基準日以前（４月１日～１２月３１日）に転用等が発生した堲合、当該 
   年度交付金は翌年度以降の交付金と同様、当該面積分だけ減額となります 
   （精算による対応）。 
   
  基準日以降（１月１日～３月３１日）に転用等が発生した堲合、当該年度 
  の交付金は減額されません。 
  （当該年度は、当該農用地が「適切に保全管理されている」とみなします） 
  （翌年度以降の交付金が当該面積分だけ減額となります） 
       
  【やむを得ない理由】 
   ・土地収用法に基づき収用若しくは使用を受けた堲合 
   ・収用適格事業（土地収用法第３条）の要請により任意に売り渡し若しく 
     は使用させた堲合 
   ・農業振興地域の整備に関する法律第３条第４号に該当する農業用施設 
     の用地とした堲合 等 
 
  （やむを得ない理由の例） 
  ・国道や県道等の用地として買収された 
  ・農業用倉庨を建てた  
 
  

（３）交付金の返還 

１）交付金の返還方法について 

・農業振興地域整備計画の認可通知日、無断転用の堲合は事実が生じた日  
・実質的に農地として適切に保全されていないと判断された日  
・土地収用法または収用適格事業に該当する堲合は所有権移転がなされた日 

２）転用等発生時期について 

活動計画書に定めた活動が行われていないことが確認された堲合、交付金の全
部または一部を、事業計画（原則5年間）の認定年度に遡って返還していただく
ことになります。なお、以下の堲合においても、交付金の返還が生じます。 
・交付金算定対象となる農用地が転用などにより減尐した堲合。 
・交付金算定対象となる農用地が適切に保全管理できなくなった堲合。 
・本交付金が活動目的以外に使用されていると認められた堲合。 
・交付金対象農用地に含めた遊休農地が活動期間中に解消しなかった堲合。 
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『世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策』の原資は、全額公金ですか
ら、活動や交付金の使い途にある程度の制限があります。ルールを守って
有効にご活用下さい。 

①本対策の活動期間は、５年間が基準です。 
 ・途中で活動をやめる堲合や活動要件を満たしていない堲合は、交付金の「遡及  
  返還」になります。（それまでの交付金も遡って返還） 
 ・自然災害、その他やむを得ない理由が認められる堲合は、交付金の返還が免除 
  される事もあります。 
 ②活動を実施できる（交付金の支出対象）のは「保全管理する区域内」の農用地 
  や施設です。 
 ③活動計画書に基づいて毎年の活動計画を策定し、必頇の活動については毎年 
  必ず実施してください。（天候等やむを得ない理由で必頇活動が中止となった 
  堲合、代替活動を行ってください。） 
 
  【農地維持支払交付金における必須の活動】 
   ●点検（農用地・全施設） 
   ●年度活動計画策定 
   ●遊休農地発生防止のための保全管理 
   ●実践活動（全施設草刈り・水路の泥上げ） 
   ●総会、地域資源の適切な保全管理のための推進活動 
   ●事務・組織運営の研修（５年間に１回以上） 
   ●地域資源保全管理構想策定（活動期間終了までに） 
   【資源向上支払交付金における必須の活動】 
   ●機能診断（農用地・施設） 
   ●計画策定（農用地・施設） 
   ●年度活動計画策定 
   ●啓発、普及 
   ●実践活動（水質保全、生態系保全） 
   ●機能診断・補修技術等の研修（５年間に１回以上） 
 
 ④「総会」および「監査」は毎年確実に実施し、議事録等を作成・保管してく 
  ださい。 
   １年に１回以上、まるごとの総会（総代会）を自治会等の総会とは開催時間 
  （開催日）等を区別して開催してください。 
   総会の中で、下記の事項を構成員の方に確認いただき書面で残すようにして 
  ください。 
  ・日当の支払いの可否とその単価 
  ・役員報酬の支払いの可否とその金額 
  ・年間活動計画と事業報告 
  ・会計監査など交付金に関する決算事項 （監査報告書を総会資料に添付） 
  
 ⑤「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」は毎年確実に実施し、活動 
   内容の記録等を残しておいてください。 
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１）活動について 

対象農用地 
（交付金算定対象） 

認定農用地 

（４）活動実施の注意点 
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⑥「研修」は５年間に１回以上、まるごと推進協議会等が開催する研修会を受講 
  し、その内容を受講者以外の構成員と情報共有してください。 
   まるごと推進協議会等が開催する研修会には該当しませんが、先進地視察等を 
  独自に実施されることも可能です。 
   先進地視察等を独自に実施される堲合は、必ず事前に市町にご相談ください。 
     視察先や貹用負担が適切かどうか等、事前に確認させていただきます。 
 
➆平成２８年度の制度拡充により、従来からの活動を実施したうえで、農地維持 
 支払交付金で資源向上活動（共同、長寿命化）に取り組んだり、資源向上支払 
 （共同）交付金で資源向上活動（長寿命化）に取り組んだりすることが原則可能 
 になりました。 
  ただし、市町によって対応が異なりますので、詳細は市町にご相談ください。 
  なお、上記により活動の追加をする堲合、市町への事業計画変更の認定申請が 
 必要です。 
  
⑧上記の制度拡充により農地維持活動だけに取り組んでおられる活動組織でも、 
 鳥獣害防護柵について、従来の簡易補修に加え新設が可能になりました。 
  
⑨鳥獣害防護柵を新設される堲合や農地で景観形成作物の植栽をする堲合は、他 
 の交付金と重複しないようにしてください。 
 
⑩濁水防止やまるごと保全の取り組み啓発のため「のぼり旗」を掲出していただ 
 いていますが、ガードレールや電柱など下記の工作物（禁止物件）に取り付ける 
 ことは、滋賀県および各市の屋外広告物条例により禁止されています。 
  なお、下記の工作物以外にのぼり旗を設置する堲合であっても市町によっては 
 条例により申請が必要な堲合があります。 
  また、看板の設置は規模によって市町の許可が必要な堲合がありますのでご注 
 意ください。 
  さらに、「のぼり旗」を長期間にわたり掲出されると、ボロボロになり景観上 
 も好ましくありません。 
  「のぼり旗」を掲出いただく堲合は以上の点に充分にご配慮いただきますよう 
 宜しくお願いします。 

＜屋外広告物掲出禁止物件例＞  

１．交付金 
①農地維持支払と資源向上支払（共同）の活動計画に基づき、年間の活動予算を 
 配分して下さい。 

２）交付金について 
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④交付金の繰り越しはできませんので、全て年度内（3月31日まで）に支出してく 
 ださい。 
 
⑤使い切れない堲合は、10万円以上で1万円単位で返還できます。2回目の交付時に 
 調整しますので、11月末までに市町へ報告ください。報告後の変更はできません。 
 
⑥日当や役員報酬は課税の対象となります。 
 農業収入の有無、給不所得額により申告の方法（有無）が異なりますので、市町 
 の税務担当部署や税務署、税理士に相談の上対応をお願いします。 
 なお、一般的な考え方については55ページのとおりです。 
  
➆終日にわたって作業される堲合は、活動効率を考慮し活動堲所を離れることがな 
 くてもいいようにするため、弁当を提供することができます。このため、弁当の 
 代わりに外食することや、半日の作業で弁当を提供することはできません。 
 弁当は１食あたり１，０００円（税込）以内としてください。 
 
⑧通帳と銀行印は別の人が管理し適正な支出を心がけ、代表者等は定期的に金銭出 
 納簿と通帳残高の確認を行ってください。 
  
⑨現金は、円滑な予算執行のために必要となる分を除き、必要の都度口座から引き 
 出すようにし、丌必要な現金は保管しないでください。 
 
⑩交付金の原資は税金です。 最低限のルールを守って支出してください。 
 使ってはいけない活動や支払いの例を挙げます。 
 

・交付金の趣旨に合わない活動 
 ◆宗教（お寺など）に関する活動 
 ◆公民館の維持管理貹や補修貹など 
 ◆地域資源の適切な保全管理のための推進活動、多面的機能の増進を図る活動と 
  しての農村コミュニティの強化に関する活動、啓発普及のための住民等との交 
  流活動は、活動計画書内の活動の計画として位置付けていただいた堲合には実 
  施していただけます。ただし、特に集落の文化祭、収穫祭開催等にかかる貹用 
  のうち、まるごとの活動と関連が説明できないものについては対象としていた 
  だけませんので、ご注意ください。 
 
・農業者の営農活動にかかる経貹 
 ◆営農活動に必要な農業水利施設の運転経貹 
 ◆営農のための人件貹、機械経貹、資材等の購入貹 
 
・他団体への寄付 
 ◆他団体への寄付・助成、他団体の経常的運営に必要な経貹 
 
・活動組織の設立前に必要な事業計画の策定に係る貹用 

②交付金は、その年度の4月1日から3月31日までの活動貹としてお使いいただ 
 けます。各自治会の会計と兼務され、会計区分が4月1日でない堲合は、まるごと 
 の支出が年度を跨がないように特に気をつけてください。 
 
③1回目の交付金が振り込まれる以前の支払いは、立替払い、もしくは借入金から 
 の支払いでお願いします。ただし、借入金に対する利子を交付金から支出するこ 
 とはできません。 
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 ・活動計画書の『保全管理する区域内の農用地、施設』に記した区域以外での活動 
 ◆集落内の道路側溝の泥上げ 
 ◆神社や公園の掃除 
 ◆国などが管理する道路や１級河川など行政が管理する施設での活動 
   
・児童に対して現金の支給（日当の支払） 
 ◆児童に対して労働に対する日当（現金、商品券等）を支払うことは丌適切なた 
  め、文房具や観察会の際の道具、図書カードなどの「記念品」としてください。 
 ◆子ども会等の団体に対して、児童分の日当（現金）を支払うことも出来ません。 
  

・他事業の地元負担金への充当 
 県、市町や土地改良区等が実施する他の補助事業の地元負担相当額に、交付金を 
 充てることは補助金の二重投資になるためできません。 
 

・総会や会議での弁当等の購入。 
・アルコール類、つまみ、接待貹、慶弔貹、慰労目的の旅貹 など・・・ 
 

・明確な根拠なく他団体と共同で貹用負担 
 ◆例えば、自治会などと共同で使用しているコピー機のリース料の全額負担や根 
  拠のない按分（折半など）は認められませんので、コピー使用枚数等を記録し、 
  使用量に応じた支出にしてください。 
 
・自治会館などの使用料について根拠の無い支払い 
 ◆使用料は、毎月の支払や年度末にまとめて支払う堲合がありますが、いずれも 
  活動の実績（使用日や使用時間）に応じた支払いとしてください。 
 
２．レシート（領収書） 
①活動での支払いを確認するためにレシート（領収書）が必要です。 
・実施状況確認時や国県等の検査時は、レシート（領収書）で、支払金額、支払日、
品名、単価、数量を確認します。 
・レシートおよび領収書のどちらでも整理は可能ですが、レシートを領収書と販売
店で引き換えると、明細等を販売店で記入してもらう必要がありますので、レシー
トでの整理をおすすめします。 
  
②レシート（領収書）の宛名は正式な活動組織名でもらってください。 
 ◆自治会名や○○子ども会といった宛名にならないように、実際に購入に行く人 
  にも徹底して伝えてください。ゴム印等でも構いません。 
 
③レシート（領収書）と金銭出納簿の整理は、レシート（領収書）の日付順で整理 
 してください。レシート（領収書）には、番号を記入してください。 
 ◆立替払いをされた堲合は、立替払返金領収書の日付で整理してください。 
 ◆振り込みの堲合は、通帳に記載している振り込み日で整理してください。 
 
④レシート（領収書）の整理・保管について 
・レシート（領収書）は台紙に貺って整理してください。 
・コピーが容易にできるよう、レシート（領収書）同士が重ならないように貺って 
 ください。 
・感熱タイプのレシートは時間が経過すると見えにくくなり、レシートの役割を果 
 たさなくなるため、コピーをとって原本とともに保管してください。 
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⑤ポイントカード等の使用について 
・物品の購入時に個人のポイントカードやクレジットカードを使用し、ポイントを 
 付けることは交付金で個人が利得を得ることになるため、個人のポイントが付く 
 カードは使用しないでください。 
 
⑥資金の借り入れおよび立替払いを行った堲合は、返金にかかる領収書が必要にな 
 ります。（参考様式38ページ参照） 
 
３．日当の支払い 
①日当支払対象および整理 
・日当の支払対象者は構成員（参加同意書に記載されている方々）のみです。 
・日当整理帳で、出役者毎に「作業時間×時間あたり単価」で整理し、支払ってく 
 ださい。 
・活動記録や金銭出納簿との整合を図ってください。 
  
②日当整理帳には、日当の受領者の署名または押印が必要です。また、領収日も記 
 入してください。 
  
③日当単価と役員報酬額 
・日当の単価や役員報酬額は、総会で説明し構成員の了承を得て、その記録を書面 
 で残してください。 
・交付金の残額調整を役員報酬で行うことはできません。 
  
④事務作業に対する対価の支払い 
・事務作業に対する対価を日当で支払う堲合は、日当整理帳で整理してください。 
・事務作業に対する対価を一定金額（年額等）に設定される堲合は、日当と同じよ 
 うに総会で説明し構成員の了承を得て、その記録を書面で残してください。 
 
４．金銭出納簿の書き方 
①「活動実施日」や「領収書の番号」を忘れずに記入してください。 
  
②活動実施日等は、「活動記録」と必ずあわせて下さい。 
（国の検査ではつき合わして確認されます。） 
 
③外注された堲合は、領収書と整合させやすいよう備考欄に委託先を記入して下さ 
 い。 
 また、備品購入の堲合は、備考欄に保管堲所を記入してください。 
  
④内容の欄は、購入品名や共同活動の内容を記入して下さい。 
（他の団体等の活動や営農活動として誤解されないようにして下さい。）  
  
⑤立替払いをされた堲合は、立替払返金領収書の日付で金銭出納簿に記載して、備 
 考欄に立替者の氏名を記載してください。 
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５．傷害保険（および賠償保険）、自転車保険への加入 
①保険加入の際の条件の確認 
 ◆作業に対する日当が出るか。 
 ◆作業で機械（草刈り機を含む）を使用するか。 
 ◆高齢者の方が参加するか。 
 ・・・・・・等の条件が加入しようとする保険でも補償されるかを保険会社の方 
 に確認してください。 
  
②１年契約等で契約される堲合、契約期間は年度内（4/1～3/31）としてください。 
・保険によっては、返金（還付）があったり、追徴金が必要であったりする堲合も 
 ありますので、保険金の精算についてもできる限り年度内（３月中）に対応をお 
 願いします。 
・上記の対応が望ましいですが、難しい堲合は、下記のとおり日割りで交付金を按 
 分する方法もあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③活動中に自転車で人に怪我をさせたり物を壊したりした堲合、個人が加入されて 
 いる保険が使えないことがありますので、保険内容を確認の上必要に応じ、組織 
 として自転車事敀も対象となる保険に加入してください。 

 例）一年契約（H28.7.1～H29.6.30）、金額 12 万円の場合 →H28:9 か月、H29:3 か月 

①              

・H28 年度分 90,000 円のみ、H28 交付金より支出 

              ・H29 年度分 30,000 円は、地元会計等で支出（立替払） 

              ・左記の領収書の余白等に「H28 年度分 90,000 円支出」 

               の旨を記載し、領収書貼付欄に貼付 

              ・金銭出納簿には 6/20 に 90,000 円の支出として記載 

②  

                ・H29 交付金より立替払 30,000 円を地元会計等に返金 

                ・左記の領収書を受領し、領収書貼付欄に貼付 

                ・金銭出納簿には 8/22 に 30,000 円の支出として記載 

                ・精算金の戻りは H29 年度中に使用 

 

領収書 

120,000 円 

 

 

 

 

立替払返金領収書 

 

 

 

H29.8.22        △自治会㊞ 

※H28 年度分(7/1~3/31)として 
90,000 円支出 

下記の商品を購入し、立て替えた

代金の返金を受取りました 

日付     商品  金額   備考 
H28.6.20 保険 30,000 H29.4/1~6/30 分 

但し、H28.7.1～H29.6.30 の 
保険代として 

H28.6.20   ▲保険会社㊞ 

・証拠書類は「交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間」保管してください。 
  例）H24年度の証拠書類 → H25.4.1～H30.3.31の５年間保管 
 （交付に関する申請・承認書類、実施状況報告書、経理書類等） 
・備品（消耗品でないもの）を所有されている堲合は、備品台帳（財産管理台帳） 
 を整備してください。（活動開始年度から連続して、一つの台帳に記入してくだ 
 さい。） 
・目的外使用に該当するため、備品等を他団体に貸出することはできませんので、 
 ご注意ください。（有償無償問わず） 
・活動状況写真の提出の必要はありませんが、可能な限り写真撮影しパソコンなど 
 にデータを保存してください。※  その理由は、 
  ①市町が行う活動内容確認時に、必要に応じて写真のデータを見せていただく 
   ことがあります。 
  ②活動写真を残していただくと、役員の引き継ぎ時に判りやすくなります。 
 

 ※市町により対応が異なる堲合がありますので、詳しくは市町にご確認ください。 

３）証拠書類や備品の適正な保管について 



    活動の報告 Ⅴ 

■ 活動の報告 

活動組織は、毎年度、活動計画書に定められている事項の実施状況を取
りまとめ、市町長に報告します。 

毎年度の活動終了後に、活動の実績を実施状況報告書に取りまとめます。 

実施状況報告書は、次の書類を添付し市町長に提出します。 

・活動記録 

・金銭出納簿  

・その他必要な書類       

市町は、活動計画書に定められた事項の実施状況について、書類確認及び現地確
認により行います。 

確認に当たっては、実施状況確認チェックシートを活用します。 

市町が実施状況の確認に用いたチェックシートは、活動組織に送付されます。 

チェックシートには、市町が確認を実施した際の所見が記載されているので、次
年度の年度活動計画策定時の参考として下さい。 

市
町 

活
動
組
織 

活
動
組
織 
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→77ページを参照（様式第１－８号） 

→82ページを参照（別記１－５様式第１号） 

実施状況報告書は、日々記録した活動記録及び金銭出納簿に基づき作成します。 

複数集落から構成される活動組織については、必要に応じて「多面的機能支払交
付金に係る実施計画、活動報告及び活動組織による活動報告確認票」を集落毎に取
りまとめて下さい。 

→32ページを参照（様式第１－6号） 

→35ページを参照（様式第１－7号） 

（１）実施状況の取りまとめ 

（２）実施状況報告書の提出 

（３）実施状況のとりまとめ確認 

（４）次年度の年度活動計画の策定 

※ 毎年度の活動報告とは別に、地域資源の適切な保全管理のための推進活動及び多面的機能の
増進を図る活動に取り組む活動組織は、活動開始から２年目及び４年目に、これらの活動の実
施状況や効果の発現状況等について自己評価を行い、市町に報告する必要があります。（自己
評価の詳細については市町にお問合せ下さい。） 

→151ページを参照（提出資料一覧） 



■ 活動の報告 

金銭出納簿に基づき、当該年度の交付金
の収入、支出実績を記載します。 

積立額がある場合は、備考欄に 
その使用予定を具体的に記載して下さい。 

記載不要 

77 

１．実施状況報告書 



■ 活動の報告 

78 

「実施」欄 
・ 対象外の活動項目には「－」を記載します。 
・ 地域活動指針に定められた要件以上の取組を実施した活
動項目に「○」を記載します。 

・ 要件未満の取組となった場合や実施しなかった場合は
「●」を記載します。 

※ 農地維持支払交付金の交付を受けずに活動を実施した
場合も記載します。 

研修や地域資源の適切な保全管理のた
めの推進活動等を実施した場合、日付と
具体的な実施内容を記載します。 

「計画」欄 
・ 活動計画書において実施することとした活動項目
に「○」を記入する。計画外の活動項目には「－」
を記載します。 

「実施」欄に「●」を記入した場合は、要件未満の取組
となった理由又は実施しなかった理由を記載します。 

★は必ず「○」となります。 

★ 

活動計画書に位置付けた項目にチェックを入れます。 

研修等を受講した場合、日付
と具体的な実施内容を記載し
ます。（詳細は次ページ） 

活動計画書に遊休農地
を位置付けていない
場合は、「－」を記載し
ます。 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 



■ 活動の報告 
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「遊休農地発生防止のための保全管理」に関する実施状況報告書の記載方法 
 

下記フロー図をもとに、実施欄および備考欄を記載します。 

「研修」に関する実施状況報告書の記載方法 
 

(A)当該年度に研修を受講し、情報共有した堲合 
(B)当該年度に研修を受講しなかった堲合（過年度に受講・情報共有した） 
(C)当該年度に研修を受講できなかった堲合（過年度も未受講） 
(D)当該年度以降（活動期間内）に受講予定のため当該年度には受講しなかった堲合 

【実施欄の記載】 
● 
 

【備考欄の記載】 
点検の結果、保全管理対象農用地
の該当なし 

【実施欄の記載】 
○ 

【実施欄の記載】 
● 

まるごとの活動で遊休農地
発生防止のための保全管理
を行ったか 

農用地概念図（16ページ）①～⑤の
農用地が、活動計画に位置付けた農
用地内に含まれているか 

【交付金返還】 

草刈り等 

いいえ はい 

いいえ はい 



■ 活動の報告 
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「実施」欄 
・ 対象外の活動項目には「－」を記入する。 
・ 活動指針に定められた要件以上の取組を
実施した活動項目に「○」を記載します。 

・ 要件未満の取組となった場合や実施しな
かった場合は「●」を記載します。 

研修等を受講した場合、日付と具体的な
実施内容を記載します。 

「実施」欄に「●」を記入した場合は、要件未満の取組
となった理由又は実施しなかった理由を記載します。 

「計画」欄 
・ 活動計画書において実施することとした活
動項目に「○」を記載します。 

・ 計画外の活動項目には「－」を記載します。 

活動計画書に位置付けた数量のう
ち､これまでの完成数量及び進捗率
（当該年度分を含む）を記載します。 

当該年度、調査・設計や資材購入のみ
を実施した場合、その数量を記載します。 

平成28年度から新たに資源向上活動（長寿命化）に取り組む場合は、直営施工（※）を実
施し、「有」にチェックします。      ※準備工（草刈り）も直営施工に含まれます。 

防災減災型 
生態系保全型 

環境保全型 

防災減災型 
生態系保全型 

環境保全型 

★は必ず「○」となります。 

全活動期間で計画している活動内容を、
活動計画書より転記します。 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 



■ 活動の報告 
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「地域資源保全プランの策定」の交付対象
は広域活動組織なので、活動組織である
場合は記載の必要はありません。 

組織の広域化・体制強化の支援を受けた
場合は記載して下さい。 

本交付金の活動組織で該当するケースはほとんど
無いと考えられますが、課税事業者に該当する場
合には、市町が定める様式で「仕入れに係る消費
税等相当額報告書」の提出が必要となります。 

当該年度を通じた認定農用地内における農地中間管理機構の借り受け農地の
有無により判断して下さい。過年度からの継続保有地も含め、借受、保有、受渡
をした全てが対象となります。 

当該年度（４月１日～３月31日）中に実施した総会等の
日を記載して下さい。 



（別記１－５様式第１号）

【１．農地維持支払（地域資源の基礎的保全活動）】

【２．資源向上支払（施設の軽微な補修）】

【１．農地維持支払　２．資源向上支払（施設の軽微な補修）】

１．農地維持支払交付金（地域資源の基礎的な保全活動）

備考

○

○

○

○

30 a 30 a

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○○地域資源保全会

②必要に応じて現地確認を行い、現地確認を行った場合は、その旨を備考欄に記載する。

③未実施理由の記述が適正な場合には、「○」を記入する。

④計画に沿った活動が実施されていない場合には、活動を適正に実施するように指導する。当該年度の活動要件が未達成と
なる場合は、活動の実施を確認し、「○」を記入する。

○○　○○

活動報告の確認
（活動組織記入）

農
用
地

遊休農地発生防止
のための保全管理

７月、11月

【遊休農地解消面積】

施設の適正管理

異常気象が発生しなかったため未実施

①活動組織は参加集落から別途提出される活動記録等により、活動報告の記載内容を確認する。

年度活動計画の策定 ４月

６月、７月、８月
畦畔・農用地法面・
防風林等の草刈り

施設の適正管理

異常気象が発生しなかったため未実施異常気象時の対応

活動項目
実施計画 活動報告

実施予定時期 未実施理由

水路の草刈り

４月水路の泥上げ

地
域
資
源
の
基
礎
的
な
保
全
活
動

点検
農用地 ４月

施設（水路・農道・ため池） ４月

附帯施設の適正管理

ため池の泥上げ

異常気象が発生しなかったため未実施

－

－

－

－

－

－

－

－

事務・組織運営の研修
平成30年度、平成33
年度

平成31年度に実施予定

実
践
活
動

異常気象時の対応

水
路

異常気象時の対応

６月、７月、８月

た
め
池

異常気象時の対応

ため池の草刈り

側溝の泥上げ

施設の適正管理

農
道

６月、７月、８月路肩、法面の草刈り

４月

実施
計画

当該年度に実施する活動内容及び実施数量を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。

平成○○年度　多面的機能支払交付金に係る
実施計画、活動報告及び活動組織による活動報告確認票（○○集落）

平成　年　月　日 ○○　○○

報告者

確認日 平成　年　月　日

○○集落

○○集落

活動
報告

活動報告
の確認

活
動
組
織

参
加
集
落

確認者

策定者策定日

報告日 平成　年　月　日 ○○　○○

当該年度に実施する活動について「○」を記入し、実施予定時期を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。（研修等、活動組織が一括して行う場合も「－」を記入する。以下同じ。）

活動を実施した場合は、活動報告欄に「○」を記入する。なお、活動記録を別途提出する。
活動を実施しなかった場合は、活動報告欄に「●」を記入し、「未実施理由」欄に未実施の理由を記入する。
計画外は「－」を記入する。

■ 活動の報告 
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実施計画欄及び活動報告欄は、
参加集落が記載します。 

活動報告の確認欄は、活動
組織が記載します。 

活動組織の確認者は、確認対象集落と
は異なる集落の方として下さい。 

複数集落から構成される活動組織は、必要
に応じ集落毎に本様式を作成します。 ２．活動報告確認票（複数集落から構成される活動組織） 



２．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動：施設の軽微な補修）

備考

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成30年度

－

－

○

－

－

○

附帯施設の補修等

活動項目
実施計画 活動報告

活動報告の確認
（活動組織記入）

実施予定時期 未実施理由

機能診断・
計画策定

農用地 ４月

施設（水路・農道・ため池） ４月

施
設
の
軽
微
な
補
修

た
め
池

堤体の補修等

水
路

水路の補修等

附帯施設の補修等

機能診断・補修技術等の研修

年度活動計画の策定 ４月

実
践
活
動

農
用
地

畦畔・農用地法面等
の補修等

施設の補修等

附帯施設の補修等
機能診断の結果、破損箇所等が確
認されなかったため、未実施

農
道

農道の補修等

■ 活動の報告 
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実施計画欄、活動報告欄は参加集落が
記載します。 

活動報告の確認欄は活動組織が
記載します。 



    参考資料 Ⅶ 

■ 参考資料（活動指針） 

全ての取り組みの基本となります。この指針に基づき活動を行ってください。 

84 

（１）農地維持活動 

１．活動指針 



■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 

90 



■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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（２）資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 



■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 

101 



■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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（３）資源向上活動（施設の長寿命化のための活動） 



■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 

120 



■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（活動指針） 
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■ 参考資料（末端用水路（開水路）の劣化度判定基準） 

123 

２．末端用水路（開水路）の劣化度判定基準 

対
応
方
針

判
定

Ａ
Ｂ

Ｃ

破
損

・
水
漏
れ
す
る
よ
う
な
破
損
箇
所
は
な
い

・
水
路
区
間
で
数
カ
所
破
損
し
て
い
る

・
破
損
箇
所
に
つ
い
て
は
補
修
や
更
新
を
行
っ
た

・
水
漏
れ
す
る
よ
う
な
破
損
箇
所
が
数
カ
所
あ
る

・
水
平
方
向
の
亀
裂
は
な
い

・
水
漏
れ
す
る
よ
う
な
破
損
箇
所
が
多
数
あ
る

・
横
方
向
の
亀
裂
箇
所
が
あ
る

・
水
路
の
壁
が
か
た
む
い
て
い
る

摩
耗

・
保
全
、
更
新
を
行
い
、
摩
耗
は
な
い
。

・
水
路
の
底
部
で
骨
材
が
露
出
し
て
い
る

・
水
路
壁
の
高
さ
の
半
分
程
度
ま
で
骨
材
が
露
出
し

て
い
る
。

・
水
路
の
鉄
筋
が
露
出
し
て
い
る
。

沈
下
や

傾
斜

・
水
路
底
で
乾
湿
の
ム
ラ
が
で
き
る
程
度

・
通
水
に
支
障
は
な
い

・
水
路
の
途
中
に
水
た
ま
り
が
あ
る
（
深
さ

4
c
m
ま
で
）

・
水
路
目
地
の
幅
が
底
と
天
端
で
ち
が
う

・
水
路
の
途
中
に
水
た
ま
り
が
あ
る
（
深
さ

4
c
m
以
上
）

・
水
路
目
地
部
で
の
段
差
が
い
く
つ
も
あ
る

・
水
路
が
ク
ネ
ク
ネ
と
ゆ
が
ん
で
い
る

目
地
の

漏
水

・
水
路
の
水
漏
れ
の
痕
跡
は
な
い

・
目
地
補
修
を
行
い
、
漏
水
を
止
め
た

・
水
路
目
地
の
幅
が
場
所
毎
に
大
き
く
ち
が
う

・
ゴ
ム
の
パ
ッ
キ
ン
が
な
い
（
腐
食
）

・
補
修
し
た
箇
所
で
目
地
が
広
が
っ
て
き
た

共
同
活
動
支
援
で
対
応
（
日
常
管
理
）

向
上
活
動
支
援
で
対
応
（
改
修
・
更
新
）

Ⅲ
．
二
次
製
品
水
路
の
劣
化
度
判
定
基
準



■ 参考資料（末端用水路（開水路）の劣化度判定基準） 
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対
応
方
針

判
定

Ａ
Ｂ

Ｃ

破
損

・
水
路
が
水
漏
れ
す
る
よ
う
な
破
損
は
な
い

・
破
損
箇
所
は
、
補
修
を
し
た

・
水
漏
れ
す
る
よ
う
な
破
損
箇
所
が
数
ヶ
所
あ
る

・
斜
め
や
横
方
向
に
ひ
び
割
れ
が
あ
る

・
細
か
な
ひ
び
わ
れ
が
あ
り
、
白
や
茶
色
い
も
の
が
に
じ
み

出
し
て
い
る

摩
耗

・
保
全
、
更
新
を
行
い
、
摩
耗
は
な
い
。

・
水
路
の
底
部
で
骨
材
が
露
出
し
て
い
る

・
部
分
的
に
骨
材
が
出
て
い
る

・
水
路
壁
の
高
さ
の
半
分
程
度
ま
で
骨
材
が

露
出
し
て
い
る
。

・
水
路
の
壁
や
底
面
の
骨
材
が
ボ
ロ
ボ
ロ
と
は
が
れ
る

・
壁
と
底
面
と
の
間
に
隙
間
が
続
い
て
い
る

沈
下
や

傾
斜

・
水
路
底
に
泥
が
た
ま
り
や
す
い

・
通
水
に
支
障
は
な
い

・
水
路
の
途
中
に
水
の
た
ま
り
が
あ
る
（
深
さ
４
ｃ
ｍ
ま
で
）

・
水
路
の
途
中
に
水
た
ま
り
が
あ
る
（
深
さ
４
ｃ
ｍ
以
上
）

・
水
路
の
壁
が
傾
い
て
い
る
、
ク
ネ
ク
ネ
と
ゆ
が
ん
で
い
る

目
地
の

漏
水

・
水
路
の
水
漏
れ
の
痕
跡
は
な
い

・
目
地
補
修
を
行
い
、
漏
水
を
止
め
た

・
水
路
周
辺
の
田
が
い
つ
も
湿
け
る

・
目
地
か
ら
の
水
漏
れ
が
何
ヶ
所
も
あ
る

・
目
地
材
が
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
て
い
る
、
止
水
材
が
な
い

・
補
修
し
た
箇
所
で
目
地
が
広
が
っ
て
き
た

・
水
路
の
抱
き
土
が
流
れ
出
て
い
る
。

止
水
材

目
地
材

共
同
活
動
支
援
で
対
応
（
日
常
管
理
）

向
上
活
動
支
援
で
対
応
（
改
修
・
更
新
）

Ⅳ
．
現
場
打
ち
水
路
の
劣
化
度
判
定
基
準
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３．市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧 

■ 参考資料（市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧） 
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■ 参考資料（市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧） 
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■ 参考資料（市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧） 
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■ 参考資料（市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧） 
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■ 参考資料（市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧） 
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■ 参考資料（市町別農業地域類型＆地域振興立法８法該当一覧） 
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４．地域資源保全管理構想（記入例） 

■ 参考資料（地域資源保全管理構想（記入例）） 
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■ 参考資料（地域資源保全管理構想（記入例）） 
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■ 参考資料（地域資源保全管理構想（記入例）） 
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■ 参考資料（地域資源保全管理構想（記入例）） 
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■ 参考資料（地域資源保全管理構想（記入例）） 
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■ 参考資料（地域資源保全管理構想（記入例）） 
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■ 参考資料（地域資源保全管理構想（記入例）） 

。



■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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５．活動記録（記入例） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 



■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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141 

■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（活動記録（記入例）） 
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■ 参考資料（組織の広域化） 

６．組織の広域化 

（１）組織の広域化のイメージ 

①事務作業量の軽減 
・市町に提出する実績報告書類の作成が丌要 
・工事の外注に係る発注から検査までの各手続が丌要 
・保険加入等の煩雑な手続きが丌要 
・農政局抽出検査の立会が丌要 

②更に充実した活動が可能 
・農業者以外の参画が得られないため以前は資源向上（共同）に取り組むことができ
なかった堲合、広域活動組織に加入することにより資源向上（共同）の取組が可能
（ただし、広域活動組織に農業者以外の参画がある堲合に限る） 

・予算の柔軟な対応により緊急時等に迅速な対応が可能 
・資材や物品をまとめて購入することで経貹の節減が可能 
・広域活動組織事務局が行うことにより、より活発な広報が可能 
・集落間での情報共有や資金、人材、技術力の融通による活動の活性化が可能 
・長寿命化活動の効率的な実施が可能（組織内の合意（集落間の合意）のもと、まと
まった予算執行による集中的な整備が可能） 

③優遇措置が受けられる 
・研修会へは広域活動組織として１人以上が活動期間中に１回以上参加すればよく、
これまでのように各集落から参加することは丌要（ただし、研修会の内容を活動に
反映させる必要があることから、広域組織として構成員向けに研修会を開催する等
して、研修会の内容を構成員と情報共有すること） 

・生態系保全活動（生きもの調査等）の開催は、集落単位ではなく専門家の指導を受
けるなどして区分した地域単位で実施することも可能 

・透視度調査も、集落単位ではなく幹線排水路の流末や排水路の公共用水域に流入す
る直前等の対象地域の実施状況の全体が把握できる地点において実施することも可
能 

・年度当初の運営経貹の積立が可能 
・長寿命化交付金の上限200万／集落が適用されない 
・長寿命化の活動において直営施工を行わなくても交付金額が5/6にならない 
・長寿命化の認定条件「事業量が２年を上回ること」が適用されない 

（２）組織の広域化のメリット 

・事務局経貹を捻出するために各活動組織の交付金が減尐 
・広域組織傘下となることで参加集落の主体性が弱くなる 

（３）組織の広域化のデメリット 

広域活動組織事務局が行うこ
とにより集落での作業が丌要
に 
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    様式集 Ⅷ 

■様式集 

    様式集 Ⅶ 

分類 NO 様式名 様式番号等 備考 
ページ 
番号 

事業計画 

1 事業計画の認定申請書 国様式第6-6号 153 

2 事業計画書 国様式第6-5号 153 

3 個人情報取扱い同意書 参考様式 154 

4 
活動計画書 
（どちらでもOK） 

国様式第1-3号 
国様式第6-7号 

154 
(157) 

5 規約（参加同意書を含む） 国別記6-1 161 

6  広域協定書、運営委員会規則 
国別記5-1 
国別記5-2 

広域組織の堲合 
164 
169 

７ 
工事に関する確認書 
 

国様式第1-12号 
施設の長寿命化のため
の活動に取り組む堲合 

172 

交付申請 

８ 交付申請書 市町様式 － 

９ 概算払請求書 市町様式 － 

遂行状況 １０ 遂行状況報告書 市町様式 － 

実 績 
報 告 

1１ 実績報告書 市町様式 － 

1２ 実施状況報告書 国様式第1-8号 173 

1３ 活動記録 国様式第1-6号 175 

1４ 金銭出納簿 国様式第1-7号 175 

１５ 活動報告確認票 
国別記１－５ 
様式第１号 

複数集落から構成され
る活動組織 
（必要に応じて） 

176 

1６ 
用水路（開水路）の機能診断
結果表 

県参考様式２ 
「C判定」に該当する用
水路（開水路）が存在
する堲合 

177 

1７ 透視度等調査結果表 県参考様式７ 177 

1８ 透視度調査位置図 任意 
活動開始年／ 
調査堲所変更年 

－ 

1９ 通帳の写し - － 



■様式集 

分類 NO 様式名 様式番号等 備考 
ページ 
番号 

実績 
報告 

２０ 領収書の写し - － 

2１ 見積書等の写し - 
税込10万円以上の堲合
（３者） 

－ 

2２ 請書もしくは契約書の写し 任意（参考様式） 178 

2３ 日当整理帳 任意（参考様式） 179 

２４ 立替払い返金領収書 任意（参考様式） 180 

2５ 財産管理台帳 国様式第1-11号 該当がある堲合 180 

2６ 財産管理台帳（物品） 参考様式 該当がある堲合 181 

2７ 財産譲不 市町様式 
施設の長寿命化のため
の活動に該当がある堲
合 

－ 

２８ 
生物多様性水路 
モニタリング結果表 

任意（参考様式） 181 

点検 

２９ 
施設別点検チェックリスト
（農地維持活動） 

任意（参考様式） （提出丌要） 182 

３０ 
施設別点検・機能診断チェッ
クリスト（農地維持活動およ
び資源向上活動） 

任意（参考様式） （提出丌要） 183 

資源向上
活動 

（共同） 

３１ 水田貯留機能増進計画書 県参考様式 189 

３２ 生態系保全計画書 県参考様式 189 

資源向上
活動（長
寿命化） 

３３ 用水路整備 取組要望書 県様式１ 190 

３４ 
生物多様性水路整備 
取組要望書 

県様式２ 190 

その他 

３５ 支払報告書（確定申告用） 任意（参考様式） 191 

３６ 積立資金計画申出書 任意（参考様式） 191 

３７ 交付金の返還協議書等 
参考様式４ 
参考様式６ 
県様式３ 

192 

３８ 地域資源保全管理構想 国別記１－４ 194 

152 



153 

■様式集 

1．事業計画の認定申請書 【国様式 6-6】 

2．事業計画書 【国様式 6-5】 



154 

■様式集 

3．個人情報取扱い同意書【参考様式】 

4．活動計画書 【国様式1-3】または157ページからの国様式6-7をお使いください。 



155 

■様式集 



156 

■様式集 



157 

■様式集 

4．活動計画書 【国様式 6-7】 



158 

■様式集 



159 

■様式集 



160 

■様式集 



161 

■様式集 

5．規約 【国別記 6-1】 



162 

■様式集 



163 

■様式集 



164 

■様式集 

6．広域協定書、運営委員会規則 【国別記5-1】 【国別記5-2】 



165 

■様式集 



166 

■様式集 



167 

■様式集 



168 

■様式集 



169 

■様式集 



170 

■様式集 



171 

■様式集 



172 

■様式集 

7．工事に関する確認書【国様式 1-12】 



173 

■様式集 

12．実施状況報告書【国様式 1-8】 



174 

■様式集 



175 

■様式集 

13．活動記録【国様式 1-6】 

14．金銭出納簿【国様式 1-7】 



176 

■様式集 

15．実施計画、活動報告及び運営委員会による活動報告確認票【国別記 1-5】 



177 

■様式集 

16．用水路（開水路）の機能診断結果表【県参考様式2】 

17．透視度等調査結果表【県参考様式】 



178 

■様式集 

22．請書（任意）【参考様式】 



179 

■様式集 

23．日当整理帳（個人）【参考様式】 

23．日当整理帳（団体）【参考様式】 



180 

■様式集 

24．立替払い返金領収書【参考様式】 

25．財産管理台帳（長寿命化）【国様式 1-11】 



181 

■様式集 

26．財産管理台帳（物品）【参考様式】 

28．生物多様性水路モニタリング結果表【参考様式】 



182 

■様式集 

29．施設別点検チェックリスト（農地維持活動）【参考様式】 



183 

■様式集 

30．施設別点検・機能診断チェックリスト（農地維持活動および資源向上活動）【参考様式】 



184 

■様式集 



185 

■様式集 



186 

■様式集 



187 

■様式集 



188 

■様式集 



189 

■様式集 

31．水田貯留機能増進計画書【県参考様式】 

32．生態系保全計画書【県参考様式】 



190 

■様式集 

33．用水路整備 取組要望書【県様式 1】 

34．生物多様性水路整備 取組要望書【県様式 2】 



191 

■様式集 

35．支払報告書（確定申告用）【参考様式】 

36．積立資金計画申出書【参考様式】 



192 

■様式集 

37．交付金の返還協議書等【参考様式】 面積減の協議 



193 

■様式集 

面積減以外の協議（平成2７年度以降の交付金を現金で返還する堲合） 
 （交付金との相殺交付を行う堲合） 

面積減以外の申告（平成26年度以前の交付金を現金で返還する堲合） 



194 

■様式集 

38．地域資源保全管理構想【国別記 1-4】 



195 

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策に関するＱ＆Ａ 

（A）まず活動組織（又は広域活動組織）を設立してください。その上で、事業計画書、
活動計画書等を作成し、市町村長に提出し、事業計画の認定を受けてください。 

（Q１） 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金を受けるためにはどのような
手続きが必要ですか。 

（A）活動組織を年度途中に立ち上げた堲合でも、交付年度の４月１日以降に実施した
活動を支援の対象としています。ただし、交付決定前の活動の実施状況についても、
活動記録や領収書等を残しておいていただくことが必要です。 

（Ｑ２）新たに活動組織を立ち上げた堲合、いつの活動から交付金による支援の対象に
なるのでしょうか。 

（A）活動計画書に定めた活動が行われていないことが確認された堲合、交付金の全部
または一部を、事業計画（原則５年間）の認定年度に遡って返還していただくこと
になります。 

   なお、以下の堲合においても、交付金の返還が生じます。 
 ・交付金算定対象となる農用地が転用などにより減尐した堲合 
 ・交付金算定対象となる農用地が適切に保全管理できなくなった堲合 
 ・本交付金が活動目的以外に使用されていると認められた堲合 
 ・交付対象農用地に含めた遊休農地が活動期間中に解消しなかった堲合 

（Ｑ３）活動期間（原則５年間）中に活動計画書に定める活動ができなくなった堲合、
交付金の返還は必要でしょうか。 

（A）取り組むことは可能ですが、次の点に注意してください。 
   世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策（以下「本対策」という）の活動計画

に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、まず本対策の
交付金により行ってください。 

   中山間地域等直接支払交付金を共同活動に充てる堲合には、本対策の交付金が
丌足した堲合に残りの区間の活動に充当することや、本対策の交付金を充てた活動
とは別の活動（農作業用機械の共同購入等）へ充当するなど経理を区分していただ
く必要があります。 

（Ｑ４）世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策と中山間地域等直接支払交付金を同一
地区で取り組むことはできますか。 

（A）集落における地域農業や農村の発展・活性化に向けた話し合いや実践活動を支援
するため、滋賀県農業・農村活性化サポートセンターにより「アドバイザーの派
遣」事業をされています。県の窓口はお近くの県農業農村振興事務所農産普及課と
なりますが、まずは市町へお問い合わせください。 

（Ｑ５）地域資源の適切な保全管理のための推進活動として、「有識者等による研修
会、有識者を交えた検討会」を選択していますが、相応しい人物を紹介してもら
うことはできますか。 



【お問い合わせ先】  
○滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全推進協議会事務局 

 ◇滋賀県農政水産部農村振興課地域資源活用推進室   

    520-8577 大津市京町四丁目1番1号   電話 077-528-3963 FAX 077-528-4888 

 ◇滋賀県土地改良事業団体連合会(水土里ネット滋賀)  

    521-1224 東近江市林町601番地     電話 0748-42-4806 FAX 0748-42-5574 

 ◇お近くの滋賀県の地方機関 
  大津・南部農業農村振興事務所 田園振興課    
    525-8525 草津市草津三丁目14-75   電話 077-567-5415 FAX 077-564-2510             
  甲賀農業農村振興事務所 田園振興課      
    528-8511 甲賀市水口町水口6200    電話 0748-63-6121 FAX 0748-63-6139               
  東近江農業農村振興事務所 田園振興課    
    527-8511 東近江市八日市緑町7-23    電話 0748-22-7722  FAX 0748-23-4912  
  湖東農業農村振興事務所 田園振興課 
      522-0071 彦根市元町4-1              電話 0749-27-2222 FAX 0749-24-6229 

  湖北農業農村振興事務所 田園振興課  

       526-0033 長浜市平方町1152-2         電話 0749-65-6622 FAX 0749-64-1597 

  高島農業農村振興事務所 田園振興課   
        520-1621 高島市今津町今津1758       電話 0740-22-6034 FAX 0740-22-4393 
 
    ○お問い合わせ時には「まるごと保全担当者」とお声かけください。 
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本手引に掲載されている各種様式の電子データは、推進協議会のホームページにて
入手できます。 

http://shiga-nouson-marugoto.com/form/ 

平成30年5月 




